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平成３０年度 新春講演会開催報告 

 

総務委員会 野澤 勉 

             ((一社)埼玉県環境検査研究協会) 

 

（一社）埼玉県環境計量協議会主催の平成30年度新春講演会が、平成31年1月25日(金)、

ホテルブリランテ武蔵野（さいたま新都心）にて開催しました。お忙しい中、24名の方々

にご参加いただきました。 

ふたつの講演が行われ、１題目は 「ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５：２０１７ 改正のポイ

ント」と題して（公財）日本適合性認定協会 技術部 生命科学マネジャー 松本 年雄 先

生の講演、２題目は「情報セキュリティ ～ あなたの会社がやるべきこと」トレンドマイ

クロ㈱ 公共ビジネス戦略推進室 岩本 真人 先生の講演でした。 

 

【講演１】 

「ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５：２０１７ 改正のポイント」 
 

講演の要旨 

①ＪＡＢと適合性評価 

・ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５の審査機関である「ＪＡＢ」の説明 

・適合性評価の国際機関や地域機関の説明および相互承認の仕組み 

・ラボラトリ認定制度の説明、試験所の形態の解説 

・ＩＳＯ９００１認証との違い 

・ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５の登録の状況 

・化学試験の分類別試験規格（①金属、②環境分析、③ＲｏＨＳ指令/ＣＰＳＰ） 

・認定取得のメリットについて（動向） 

・認定取得の意味と効果 

②ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５：２０１７ 改正のポイント 

・２００５年版から２０１７年版への規格構造の変化(ＩＳＯ/ＣＡＳＣＯ共通規格構造） 

・試験所・校正機関の名称が「ラボラトリ」の名称に変更 

・サンプリングのみを行う試験所でも認定が可能 

 

松本先生には、ボリュームがある今回の講義をご説明いただきました。参加いただいた

会員には、既にＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５を認証取得しているところもあり、更新にあた

っての参考になったのではないかと思います。なお、時間の関係で、質疑の時間が十分に

取れなかったこともあり、後日でも問い合わせに応じて下さるとの事でした。  

１．新春講演会  開催報告  



－ ２ － 

【講演２】 

「情報セキュリティ ～ あなたの会社がやるべきこと」 
 

講演の要旨 

①情報セキュリティの脅威動向 

・企業規模が小さくなるほどウイルスの感染やサイバー攻撃に晒されやすい。 

・情報セキュリティの脅威は、個人への脅威と組織への脅威では傾向が異なる。 

・2019年以降にあっては、ビッグデータやＡＩにあっても脅威となりうる。 

・在宅勤務が増えることによる新たな脅威が生じる。 

②自分のセキュリティは自分で守る！ 

・初期設定のままのＩｏＴ機器を狙った脅威（パスワードの変更やアップデートの実施） 

・きちんとマニュアルを読みセキュリティに関する知識を得る事 

・使用しない時には電源を切る。 

・廃棄・譲渡前の初期化の実施 

③あなたの会社がやるべきこと 

・標的とする企業を攻撃とするためにセキュリティの弱い企業を踏み台にする。 

・サイバーセキュリティは経営問題で経営者のリーダーシップをもって取り組む。 

・「情報セキュリティ５か条」や「５分でできる！情報セキュリティ自社診断」の活用 

 

岩本先生には、馴染みがありながらも取り組みが弱い情報セキュリティに関する内容をお教えいただ

き、その重要性に気づかされました。講演会の後は、最近の状況等の意見交換が行われました。 

また、今回の講義とは別に、後日に企業の情報セキュリティ担当者向けのセミナーを開

催しました（2/21に開催）。 

 

 

             

     講義１ 松本 年雄 先生       講義２ 岩本 真人 先生 
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講演資料：「ＩＳＯ/ＩＥＣ １７０２５：２０１７ 
改正のポイント」 
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講演資料：「情報セキュリティ ～ あなたの会社が
やるべきこと」 
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～彩の国みどりのサポーターズクラブ活動報告～ 

 

埼玉県ホームページより抜粋 

（埼環協広報委員会 編集） 

 

皆さん、彩の国みどりのサポーターズクラブをご存知でしょうか？ 

彩の国みどりのサポーターズクラブとは、『植樹活動や保全活動を進めていきたい・活

動を知ってもらいたい・活動に参加したい・仲間を増やしたい』と考えている団体・企業・

個人が、会員相互の交流や情報交換を行い、地域における活動の輪を広げ、県内各地の植

樹活動などを促進していくことを目的に活動されています。 

彩の国みどりのサポーターズクラブの会員のみなさんの平成 30 年度の活動をご紹介い

たします。 

 

平成 30年 11月 21日 オール御堂カントリークラブ（東秩父村）    

・場所：道の駅和紙の里ひがしちちぶ 

・行事名：東秩父村和紙の里植栽作業 

（ツツジの苗木植栽）    

・参加者：12名  

・感想など：今は小さいが、5 年度、10 年後にきれ

いな花をさかせてほしい。 

  

平成 30年 10月 20日 越谷レイクタウンどろんこ保育園（越谷市）    

・場所：保育園園庭  

・行事名：親子でみどりいっぱいの園庭にしよう！    

・参加者：20名  

・感想など：始めはプランターで植えて、定着をしてから直植えをする予定。園児も保

護者も保育者も学生も楽しみながら参加をしていた。しっかりと根付き、緑

あふれる園庭にしていきたい。  

 

 

 

 

 

 

 

２.埼玉県情報  



－ ２８ － 

平成 30年 9月 26日 株式会社影浦工務店（川越市）    

・場所：駐車場内  

・行事名：植樹（駐車場内の空きスペースに苗木及び草花の植栽）    

・参加者：2名  

・感想など：駐車場内の芝生と共に草取り、水やりをこまめに行い、大事に育てていき

たいと思います。  

    

  

 

 

 

 

 

 

平成 30年 9月 21日 どんぐり保育園（東秩父村）    

・場所：園内  

・行事名：植樹（ヤマボウシ、アイビー）    

・参加者：30名  

・感想など：もう少し苗木があると良かった。保護者も園児も喜んでいます。 

  

 

 

 

 

  

   

  

平成 30年 7月 29日 特定非営利活動法人ふるさと街づくり推進協議会（三郷市）    

・場所：埼玉県営みさと公園  

・行事名：東京 2020大会に向けた「おもてなしの庭づくり」    

・参加者：10名  

・感想など：7月 29日（日曜日）朝から植付け   （タイタンビカス、洋芝）作業は大変

でした。全員汗びっしょりになり、頑張りました。 

  

 

 

 

 

  



－ ２９ － 

平成 30年 5月 20日 一般社団法人日本太鼓協会（東秩父村）    

・場所：太鼓の森（秩父郡東秩父村大字御堂地内）  

・行事名：太鼓の森づくり    

・参加者：95名  

・感想など：今回、広葉樹 50本を追加で補植したことにより、よりキレイな太鼓の森に

なるように思いました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 5月 17日、23日 NPO法人 園芸サポーター三木会（ときがわ町）    

・場所：都幾山慈光寺 境内  

・行事名：参拝者の皆様に採って楽しんで頂く植樹 

（スダチなどの植栽）   

・参加者：8名  

・感想など：お陰様で住職ほか関係者の皆様に喜ば 

れました。感謝です。  

  

  

   

 

平成 30年 5月 16日 上尾鷹の台高等学校（上尾市）    

・場所：さいたま緑のトラスト保全第 12号地  

・行事名：共同植樹  

・参加者: 186名（小学生 103名、高校生 83名）  

・感想など:緑の大切さを知り、普段接点のない小学生と高校生がふれあうことができた。  
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平成 30年 3月 22日 三ヶ島保育園（所沢市）    

・場所：保育園園庭   

・行事名：みどりの木陰づくり植栽  

（トチノキ、コナラの植栽）   

・参加者：25名  

・感想など：早く大きくなることを楽しみにしてい

ます。  

   

 

 

平成 30年 3月 22日 吾妻保育園（所沢市）   

・場所：保育園園庭  

・行事名：みどりの木陰づくり植栽 

（ハナミズキの植栽）   

・参加者：25名  

・感想など：「大きくな～れ」と心に込めて砂を 

かけました。  

  

 

 

平成 30年 3月 22日 山口西保育園（所沢市）   

・場所：保育園園庭  

・行事名：みどりの木陰づくり植栽  

（ハナミズキ、コナラの植栽）  

・参加者：26名  

・感想など：早く大きくなることを楽しみにし 

ています。  

 

 

 

平成 30年 3月 22日 松郷保育園（所沢市）   

・場所：保育園園庭  

・行事名：みどりの木陰づくり植栽 

(トチノキ、ハナミズキ、コナラの植栽）  

・参加者：14名  

・感想など：早く大きくなることを楽しみにして 

います。  

   



－ ３１ － 

平成 30年 3月 7日、24日 男衾自然公園管理組合（寄居町）   

① ・場所：男衾小学校  

・行事名：男衾小学校 6年生卒業記念植樹   

・参加者：74名  

・感想など：男衾小学校 6年生児童は、楽しく元気良く植樹して、成長を楽しみにし

ていました。  

② ・場所：寄居町大字富田堂ノ入 1087番地周辺  

・行事名：男衾自然公園への管理組合員による植樹   

・参加者:13名    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 3月 3日 ふかや緑の王国ボランティア（深谷市）   

・場所：ふかや緑の王国  

・行事名：ふかや緑の王国開国 10周年に係る園内

整備  

・参加者：約 1,000名  

・感想など：梅まつりに参加した多くの来場者と

ともに、ふかや緑の王国の開国 10周年

記念の植樹式を行うことが出来た。   

 

平成 30年 2月 28日 株式会社埼玉種畜牧場（日高市）   

・場所：埼玉種畜牧場  

・行事名：平成 29年度新規植栽  

・参加者：4名  

・感想など：しだれ桜 6種類が楽しみです。  
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法規制の改正等の情報 
 

 

 
埼環協広報委員会 宮原 慎一 

（㈱環境管理センター） 

 

 

【環境省 塗膜除去工事に伴う PCB廃棄物の処理責任について（通知）】 

環境省は 2019年 2月 26日、各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部局長宛てに、塗

膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について通知した。 

PCB廃棄物の処理責任は従来から所有事業者であったが、塗膜除去工事に伴って生ずる

PCB含有塗膜の処理責任について改めて通知したもの。 

 

【通知名】 

・塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について（通知） 

（平成 31年 2月 26日環循規発第 1902263号、環循施発第 1902261号） 

 

【通知概要】 

・PCB特別措置法に規定する事柄は廃棄物処理法よりも優先的に適用される。廃棄物処理

法の規定は、PCB特別措置法法に矛盾抵触しない範囲で補完的、二次的に適用されること

が原則。 

・PCB特別措置法において、PCB廃棄物は保管事業者が自らの責任において確実かつ適正

に処理しなければならないと規定されている。したがって、PCB含有塗膜の処理について

は、廃棄物処理法第 21条の 3第 1項の規定（建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に係る

事業者は建設工事の元請業者であるという規定）は適用されず、当該塗膜を有する施設

を保有及び管理するものに処理責任がある。 

・PCB廃棄物は保管事業者に一定期間内での適正処理を義務付けているが、この義務を除

去工事の元請業者に課すことは PCB特別措置法の趣旨に反する。 

 

◎塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について 

（一般社団法人山口県産業廃棄物協会） 

http://www.ysanpai.com/cms/2019030407553493.html 

 

◎塗膜の除去工事に伴い排出されるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理責任について 

（一般社団法人島根県産業廃棄物協会） 

http://www.shimane-sanpai.org/news/archives/2032 

  

３.環境情報  
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【気象庁 観測開始からの気温の全データを公開】 

気象庁は 2019年 3月 6日、全国の気象台等における気温のデータセット（日平均気温、

日最高気温、日最低気温）が完成し、観測開始からの全データを公開すると発表した。 

気象庁では、全国の気象観測データについて、順次デジタル化と品質管理を実施して公

開を進てきたが、気温のデータセットが完成したことから、新たに公開した。 

今回のデータ公開により、月最高気温、月最低気温、真夏日日数や猛暑日日数などのデ

ータが観測開始まで作成されたため、より長期間の気温変動の解析が可能となり、地球

温暖化を含む気候変動の監視や調査研究、気候変動の影響評価等への利用が期待できる。 

 

◎新たに公開するデータ 

・全国の気象台等における気温データ（日平均気温、日最高気温、日最低気温）につい

て、観測開始から 1909年までを中心に未公開だった全てのデータを新たに公開。 

・デジタル化と品質管理が済んだその他の要素（雲仙岳と西表島の降水量、一部官署に

おける日最大風速や降雪の深さの日合計等）についても公開。 

・これらのデータを基に、月別値・年別値・極値等を再計算。 

・データは気象庁 HP「過去の気象データ検索」で 2019年 3月 7日から公開。 

 

○観測開始からの気温データセットが完成しました～より高い精度の気温長期変化傾向

の解析が可能となります～ （気象庁） 

https://www.jma.go.jp/jma/press/1903/06a/20190306_digdata.html 

 

○過去の気象データ検索（気象庁） 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php 

 

【2019.02.18 水銀等の貯蔵に関するガイドライン等の改訂】 

・環境省と経済産業省より「水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀等

の貯蔵に関するガイドライン」と「水銀による環境の汚染の防止に関する法律に基づく

水銀含有再生資源の管理に関するガイドライン」が改訂され Ver2.0として出された。 

・それぞれ水銀等貯蔵者や水銀含有再生資源管理者が取るべき措置について、法施行後

の解釈を踏まえて、分かりやすさ・使いやすさの観点から修正したもの。 

https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html 

 

【2019.01.17 シックハウスの指針値改定】 

・厚生労働省のシックハウスの指針値が改定された(平成 31年 1月 17日)。 

・キシレン 200μg/m3（0.05ppm）、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)17μg/m3（1.5ppb）、フタ

ル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)100μg/m3（6.3ppb）となっている。 

・同時にリスク評価の内容が別添された局長通知(平成 31年 1月 17日付薬生発 0117第 1

号)も出されている。 

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/situnai/hyou.html 

  

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/index.php
https://www.env.go.jp/chemi/tmms/law.html
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平成 30年度 生物化学的酸素要求量（BOD）共同実験の結果について 

 

埼環協技術委員会 浄土 真佐実 
（㈱東京久栄） 

 

1. はじめに 

生物化学的酸素要求量（以下 BOD）は、英国で河川の汚染指標として考案されたのが始

まりで、その後米国において組織的な研究がなされ、現行の「20℃・5日間」法が「Standerd 

Methods」に採用された。本邦の BOD もこの方法を標準としたものである。この「5 日間」

については、テムズ川の最大流達時間に基づき決定したとされているが、ヨーロッパや米

国と異なり、急峻な地形で河川の流達時間が短い本邦で 5日間法 BODが採用された経緯は

明確ではない。本邦での適用の歴史は古く、第 2次世界大戦前（下水を対象）に遡るが、

評価指標として大きく普及したのが戦後であることから、米国の影響を受けた可能性が高

い。当初から、水中の有機物量あるいは酸素要求ポテンシャル（自浄作用）の指標として

用いられてきたが、有機物指標としての定量性に欠けること等、有用性の低下が指摘され

ているも。しかし、酸素要求ポテンシャルの指標としては今でも有用で、河川環境基準と

して今後も運用されると思われる。従来から埼玉県では、水域面積の大部分を河川が占め

るため、環境・排水基準対応に BODのニーズが高い。更に浄化槽検査の採水員制度に伴う

指定計量証明事業所の技術力担保が今後も必要である。従って、BOD の共同実験は今後も

継続して実施する予定である。 

本報告では、開始から 7 年目となる「平成 30 年度 BOD 共同実験」の結果を若干の解析

を加えて報告する。また、併せて 7年間の共同実験結果をまとめ、今後の運用に資する情

報を提供する。 

 

2. 共同実験概要 

2.1 実施概要 

【工程】 

試料配布：平成 30年 10月 2日（ヤマト運輸クール宅急便、10月 4日_木曜日着を指定） 

報告期限：平成 30年 11月 5日 

 

【方法】 

分析方法：JIS K 0102 21に規定される方法 

実施要領：配布試料を 50倍希釈（1Lメスフラスコと 20ml全量ピペットを用いる）し

たものを分析試料とし、1データを報告する。 

報告事項：50倍希釈液の BOD濃度、分析開始・終了日、採用した希釈段階と DO消費％、

希釈水の BOD濃度、植種希釈水の BOD濃度、グルコース-グルタミン酸溶液

（JIS K0102備考の規定）の BOD濃度、使用した希釈水の種類、DO測定法、

希釈・充填時及び DO測定時の温度管理の有無、植種の種類 

４ . 埼環協共同実験報告  



－ ３５ － 

2.2 参加事業所 

参加事業所一覧を、表 1に示した。 

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 31事業所が参加した。 

 

表 1. 参加事業所一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 試料の調製 

 試料の調製・配布は、株式会社 東京久栄に委託した。また、配布試料の均一性確認試

験は、技術委員会共同実験 WGが実施した。なお、BOD本来の特性を考慮し保存性確認試験

は実施しなかった。 

 

【使用試薬等】 

 使用試薬等一覧を表 2に示した。 

 

表 2. 使用試薬等一覧 

 

 

 

使用試薬類 グレード等 前処理等

① D(+)-グルコース 関東化学㈱試薬特級 無処理

② L-グルタミン酸 関東化学㈱試薬特級 無処理

③ 塩化ナトリウム 関東化学㈱試薬特級 無処理

④ 精製水 共栄製薬㈱日本薬局方 ‐

⑤ 水道水 川口市市水 ‐

アルファー･ラボラトリー㈱ ㈱武田エンジニヤリング

エヌエス環境㈱東京支社 ㈱東京久栄

大阿蘇水質管理㈱ ㈱東京建設コンサルタント

㈱環境管理センター 北関東技術センター 東邦化研㈱

㈱環境技研 内藤環境管理㈱

㈱環境工学研究所 日本総合住生活㈱技術開発研究所

㈱環境総合研究所 ㈱本庄分析センター

㈱環境テクノ 前澤工業㈱

㈱関東環境科学 山根技研㈱

㈱熊谷環境分析センター さいたま市健康科学研究センター

㈱建設環境研究所 (一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部

(一社)埼玉県環境検査研究協会技術本部 (一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部支所

(一社)埼玉県環境検査研究協会西部支所 (一社)福岡県浄化槽協会福岡検査センター

埼玉ゴム工業㈱ (一社)福岡県浄化槽協会筑後検査センター

㈱産業分析センター (一社)福岡県浄化槽協会筑豊検査センター

㈱高見沢分析化学研究所

※結果表に示した事業所Noとの関連はありません。

事業所名（全31事業所）
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【配布容器及び配布量】 

ポリエチレン製容器、容量 100ml 

 

【調製方法】 

各試薬の配布溶液調製濃度を表 3に、調製フローを図 1に示した。 

BOD 源として D(+)-グルコースと L-グルタミン酸を用い、マトリックスとして塩化ナ

トリウムの添加と水道水による定容を行った。具体的には、表 2 に示した①～③の試薬

をそれぞれ秤取り、精製水（④）5Lに溶解し、水道水（⑤）を加えて全量を 10Lとして、

60試料分を配布容器に充填した。 

 

表 3. 各試薬の配布溶液調製濃度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. 調製フロー 

項目 単位 配布溶液調製濃度

D(+)-グルコース 500

L-グルタミン酸 500

塩化ナトリウム 10000

㎎/L

攪拌容器

精製水　5Ｌ

攪拌機で攪拌

D(+)-グルコース 5.0g

L-グルタミン酸 5.0g

塩化ナトリウム 100g

攪拌・溶解

水道水　総量10Lまで

分取（100ml-PE容器）

60試料を作成、所定数を参加者に配布、5試料を抜き取り均一
性試験を実施
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【目標調製濃度】 

調製濃度期待値を表 4に示した。 

調製濃度は、50倍希釈後に BODとして浄化槽放流水（数～数十㎎／L）と同程度となるこ

とを目途とした。調製試料（配布した試料）の BOD 濃度は約 750 ㎎／L であり、50 倍希釈後

の調製推定濃度は、BODが約 15mg/L、マトリックスが塩素イオンとして約 125㎎/Lである。 

 

表 4. 調製濃度期待値 

 

 

 

 

 

 

2.4 均一性の確認 

均一性試験の結果を表 5に示した。 

調製した 60試料の内の 5試料をランダムに抜き出し、TOC分析を各 3回行って、配布試

料の均一性を確認した。 

容器内のばらつきは RSD=0.7％、容器間のばらつきは RSD=0.7％であった。両者のばら

つきはほぼ同程度で且つ報告値のばらつき（後述、RSD=18.3％）に比して十分小さかった

ので、配布試料の均一性に問題はないと判断した。 

 

       表 5. 均一性試験の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 単位
50倍希釈後

期待値

BOD 約15

塩素イオン 約125
㎎/L

容器 試験 TOC Avg. SD RSD
No. No. mg/L mg/L mg/L ％
1 1 402.7 400.9 1.801 0.4%

2 401.0
3 399.1

10 1 398.8 398.1 0.702 0.2%
2 397.4
3 398.2

20 1 398.2 396.9 2.194 0.6%
2 394.4
3 398.2

30 1 397.6 397.8 0.874 0.2%
2 397.1
3 398.8

40 1 400.5 399.2 3.573 0.9%
2 395.2
3 402.0

総平均 398.6 - - -
容器内のばらつき 2.97 0.7%
容器間のばらつき 2.82 0.7%
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3．共同実験結果 

3.1 共同実験結果と統計解析結果 

共同実験結果を表 6に、基本統計量を表 7に、標準化係数を表 8に、zスコアを表 9に、

報告値のヒストグラムを図 2に示した。 

 

表 6. 共同実験結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

     表 7. 基本統計量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2. 報告値のヒストグラム 

1 2 3 4 5 6 7 8

11.99 18.15 13.81 11.32 12.93 10.50 13.99 15.77

9 10 11 12 13 14 15 16

9.90 14.47 11.05 12.23 10.90 12.79 13.45 14.36

17 18 19 20 21 22 23 24

10.16 12.85 16.82 7.81 15.03 14.27 10.52 15.36

25 26 27 28 29 30 31 単位

13.35 12.29 11.61 11.20 9.68 16.60 12.39 mg/L

事業所No

BOD結果

事業所No

BOD結果

事業所No

BOD結果

事業所No

BOD結果

基本統計量表 データ

データ数 ｎ 31

平均値 ｘ 12.824

最大値 max 18.150
最小値 min 7.810

範囲 Ｒ 10.340

標準偏差 ｓ 2.344
変動係数 RSD％ 18.3

中央値(ﾒｼﾞｱﾝ) ｘ 12.790
第１四分位数 Ｑ1 11.125
第３四分位数 Ｑ3 14.315
四分位数範囲 IQR 3.190

正規四分位数範囲 IQR×0.7413 2.365
ロバストな変動係数 ％ 18.5

平方和 Ｓ 164.867
分散 Ｖ 5.496

0

1

2

3

4

5

0.50 0.75 1.00 1.25 1.50

デ
ー
タ
数

中央値を1とした相対値

(中央値:12.79mg/L、n=31)
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 表 8．各事業所の標準化係数（STANDERDIZE） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 9．各事業所の zスコア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料の BODの結果は、7.8～18.2mg/Lの範囲で、平均値は 12.8mg/L、中央値は 12.8mg/L

であり、目標調製濃度（15㎎／L）よりやや低かったものの、標準偏差は 2.34mg/L、変動

係数は 18.3％（ロバストな変動係数は 18.5％）で過去 3 年間の結果（変動係数 17.3％、

21.0％、11.2％）の範囲内で、他の既報の結果と同程度のばらつきであった。ヒストグラ

ムは、明瞭なピークを持たない丘状のプロファイルを示した。 

報告値より標準化係数を求め、Grubbsの検定を行ったところ、危険率 5％で棄却された

データはなかった。z スコアによる評価では、「疑わしい」（2＜｜ｚ｜≦3）と判定された

報告値が 2データあったものの、「不満足」（3＜｜ｚ｜）と判定されたデータはなかった。 

No. STA. No. STA.

1 -0.356 17 -1.136 
2 2.272 18 0.011 
3 0.421 19 1.705 
4 -0.642 20 -2.139 
5 0.045 21 0.941 
6 -0.991 22 0.617 
7 0.497 23 -0.983 
8 1.257 24 1.082 
9 -1.247 25 0.224 
10 0.702 26 -0.228 
11 -0.757 27 -0.518 
12 -0.253 28 -0.693 
13 -0.821 29 -1.341 
14 -0.015 30 1.611 
15 0.267 31 -0.185 
16 0.655 

±2.760
☆危険率5％で棄却データなし

危険率5％
n=31

No. zｽｺｱ No. zｽｺｱ
1 -0.338 17 -1.112 
2 2.267  18 0.025  
3 0.431  19 1.704  
4 -0.622 20 -2.106 
5 0.059  21 0.947  
6 -0.968 22 0.626  
7 0.507  23 -0.960 
8 1.260  24 1.087  
9 -1.222 25 0.237  
10 0.710  26 -0.211 
11 -0.736 27 -0.499 
12 -0.237 28 -0.672 
13 -0.799 29 -1.315 
14 0.000 30 1.611  
15 0.279  31 -0.169 
16 0.664  
z=±2～±3　→
z<-3、z>3　→

2ﾃﾞｰﾀ
なし

☆Zｽｺｱ：±2超過が2、±3超過なし
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3.2 その他の報告結果  

BOD以外の報告（希釈段階ほかの操作等に関わるアンケート）結果を表 10に示した。 

表中の網掛け部分は、着手日が配布後 11 日目以上（10 月 4 日を 1 日目とする）、DO 消

費％、希釈水・植種希釈水・グルコース-グルタミン酸混合溶液の BODがそれぞれ JISの規

定値又は推奨値から逸脱した報告を示す。 

 

表 10. その他の報告（操作等に係るアンケート）結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

実施日 開始 10/11 10/10 10/5 10/12 10/4 10/25 10/5 10/5 10/5 10/10 10/5

終了 10/16 10/15 10/10 10/17 10/9 10/30 10/10 10/10 10/10 10/15 10/10

3.00 5.00 3.20 2.00 4.00 2.00 2.50 4.00 2.00 3.00 2.50

51.07 48.68 56.00 69.00 45.67 64.00 72.00 54.00 65.40 54.74 56.90

0.09 0.16 0.27 0.06 0.16 0.22 0.04 0.11 0.34 0.17 0.06

1.00 0.98 1.24 0.75 1.02 0.68 0.39 0.95 1.59 0.54 0.70

188.25 228.00 183.26 183.12 212.49 200.00 194.30 200.00 217.97 221.30 200.33

蒸留水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 超純水 蒸留水 ｲｵﾝ交換 超純水 ＲＯ水 超純水 蒸留水 ｲｵﾝ交換

光学 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 前処理 あり あり あり 無 あり あり あり あり 無 あり 無

DO測定 あり (無回答) あり 無 あり あり あり あり あり あり あり

人工 天然 人工 人工 人工 人工 天然 天然 人工 天然 人工

BODｼｰﾄﾞ 河川水下水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 土壌抽出水 生活排水 BODｼｰﾄﾞ 下水 BODｼｰﾄﾞ

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

実施日 開始 10/5 10/4 10/19 10/4 10/10 10/5 10/11 10/15 10/5 10/8 10/11

終了 10/10 10/9 10/24 10/9 10/15 10/10 10/16 10/20 10/10 10/13 10/16

4.00 2.50 3.33 3.40 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.20 3.20

43.62 54.60 54.62 50.34 50.37 64.10 42.75 52.16 48.00 57.30 54.02

0.14 0.19 0.18 0.06 0.10 0.09 0.01 0.27 0.14 0.17 0.10

0.69 0.78 1.00 0.51 0.81 0.85 0.66 0.87 0.52 0.62 0.38

187.86 207.00 203.79 218.38 216.15 157.10 203.36 210.74 168.00 220.28 204.85

超純水 ｲｵﾝ交換 純水 蒸留水 ＲＯ水 純水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 超純水 純水 純水

隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 前処理 あり あり あり 無 あり あり 無 あり あり あり あり

DO測定 あり あり 無 あり あり あり 無 あり あり あり あり

人工 人工 人工 天然 天然 天然 人工 天然 人工 人工 人工

BODｼｰﾄﾞ ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ 下水 浄化槽流入水 浄化槽流入水 BODｼｰﾄﾞ 浄化槽水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

23 24 25 26 27 28 29 30 31

実施日 開始 10/19 10/5 10/12 10/10 10/4 10/14 10/5 10/4 10/5

終了 10/24 10/10 10/17 10/15 10/9 10/19 10/10 10/9 10/10

2.00 2.50 2.50 3.00 4.00 2.00 2.00 4.00 4.00

63.15 69.10 67.88 59.27 47.33 70.41 55.00 51.00 41.00

0.05 0.00 0.08 0.05 0.16 0.11 0.36 0.37 0.20

0.85 0.64 0.80 0.87 0.89 0.70 0.83 1.21 0.91

167.86 224.61 192.44 160.55 200.00 190.50 132.00 216.14 184.18

ｲｵﾝ交換 蒸留水 ＲＯ水 超純水 超純水 精製水 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換 ｲｵﾝ交換

隔膜 よう素滴定 隔膜 隔膜 隔膜 よう素滴定 隔膜 隔膜 隔膜

温度管理 前処理 あり あり 無 無 無 (無回答) あり 無 あり

DO測定 あり - 無 無 あり - あり 無 あり

人工 天然 人工 人工 人工 人工 人工 人工 人工

BODｼｰﾄﾞ 河川水 BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ ﾎﾟﾘｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ BODｼｰﾄﾞ

注1)実施日の網掛けは、着手日が配布後11日以上の報告値である。

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD

事業所No

採用倍率

DO消費％

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類

事業所No

採用倍率

DO消費％

注2)DO消費％、希釈水BOD、植種希釈水BOD、ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混合溶液BODの網掛けは、JISの推奨値から逸脱
していた報告値である。

希釈水BOD

植種希釈水BOD

ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸混液BOD

希釈水のベース

DO測定方法

植種の種類
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【分析着手日】 

かろうじて過半数の事業所（16事業所）が試料配布後 3日以内に分析に着手していた

が、ほぼ半数にあたる 15事業所は配布後 4日以降の着手であり、4日～10日以内に着手

した事業所が 10事業所、11日目以降に着手した事業所が 5事業所あった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO消費％】 

採用した DO消費％は、大部分の報告が規定の範囲内（40～70％）であったが、2事業

所で規定外（70％超過）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分析着手日 データ数

配布後3日以内 16

配布後10日以内 10

配布後11日以上 5
※着日を1日とする。

配布後3日以内
16

配布後10日以内

10

配布後11日以上
5

（分析着手日）

DO消費％ データ数

40％未満 0

40～70％ 29

70％超過 2
40％未満

0

40～70％

29

70％超過
2

（DO消費％）
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【希釈水、植種希釈水及びグルコース-グルタミン酸溶液の BOD】 

希釈水の BOD は 6 事業所が規定の範囲（≦0.2 ㎎/L）を超過していた。大部分の報告

は規定内であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

植種希釈水の BODは、9事業所が規定の範囲（0.6～1.0㎎/L）を外れており、昨年度

と同様に全体の1/3を占めた。しかし規定の範囲を大きく逸脱する報告はほとんどなく、

大部分が既定の範囲に近かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グルコース-グルタミン酸溶液の BODは、推奨範囲内（220±10㎎/L）の報告は 1/3の

10 事業所に止まり、他はで推奨範囲を逸脱していた。このうち、推奨範囲より高い報告

はなく、いずれも推奨範囲より低い結果であった。 

 

 

希釈水BOD データ数

0.2㎎／L以下 25
0.2㎎／L超過 6

0.2㎎／L以下
25

0.2㎎／L超過
6

（希釈水のBOD）

植種希釈水のBOD データ数
0.6㎎／L未満 5
0.6～1.0㎎／L 22
1.0㎎／L超過 4

0.6㎎／L未満

5

0.6～1.0㎎／L

22

1.0㎎／L超過

4
（植種希釈水のBOD）

ｸﾞﾙ‐ｸﾞﾙ溶液のBOD データ数
210㎎／L未満 21
210～230㎎／L 10
230㎎／L超過 0

210㎎/L未満

21

210～230㎎/L

10

230㎎/L超過

0

（ｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液のBOD）
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【使用した希釈水の種類】 

使用した希釈水の種類は、イオン交換水が 11事業所で用いられ昨年同様最も多く、次

いで超純水が 7事業所、蒸留水・その他が各 5事業所、RO水が 3事業所の順であった。

その他の内訳は、「市販精製水」の他「純水」などであった。比較的短時間で多量の増水

が可能なイオン交換水が依然として多く採用されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【DO測定法】 

DO 測定法は、隔膜電極法が 28 事業所と大部分を占め、過年度に引き続き主流となっ

ていた。昨年度に引き続き光学式電極の使用が報告されたが 1事業所にとどまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用植種の種類】 

使用植種は、人工植種使用が 22事業所を占め、過年度と同様に主流となっていること

が確認された。半面で、天然植種も根強く使用が継続されていることも確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO測定法 データ数
隔膜電極法 28

光学式 1
適定法 2

隔膜電極法

28

光学式

1

適定法

2 （DO測定法）

植種の種類 データ数
人工植種 22
天然植種 9

人工植種

22

天然植種

9

（植種の種類）

希釈水種類 データ数

イオン交換水 11
超純水 7
蒸留水 5
RO水 3

その他 5
※その他の内訳は以下の通り

純水、精製水 イオン交換水

11

超純水

7

蒸留水

5

RO水

3

その他

5

（希釈水種類）
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【充填時（試料及び希釈水）及び DO測定時の温度管理の有無】 

試料の充填時の温度管理は昨年と同様に過半数の 21 事業所において、何らかの方法

（試料と希釈水のみの温度管理、試験室事ごと空調管理など）で温度管理が実施されて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO 測定時の温度管理に関しては、概ね 2/3 の 22 事業所で行っていた。なお、上記の

充填時に温度管理を実施していた事業所の大部分は、DO測定時の温度管理も行っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度管理① データ数
あり 21
なし 9

無回答 1
※前処理‣充填時

あり

21

なし

9

無回答

1

（温度管理〈前処理・充填時〉の有無）

温度管理② データ数
あり 22
なし 6

無回答・対象外 3
※対象外は滴定法

あり

22

なし

6

無回答・対象外

3 （温度管理〈DO測定時〉の有無）
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3.3 報告値の解析 

【分析着手日】 

試料の BOD（zスコア）と分析着手日の関係を図 3に示した。 

試料の BODと分析着手日について、今年度も明確な傾向は認められなかった。 

配布後 11日目以後に着手した 5データ全てが zスコア±2を満たしており、着手日が

遅くなることが BOD結果に明確な影響を与えないことが示された。 

過年度結果も踏まえ、模擬試料の「安定性が高すぎるのではないか」との指摘があり、

一昨年度から調製時の滅菌処理を取りやめ、着手時期と結果の関連性を評価出来ること

を期待したが、結果は今年度も過年度と同様であった。 

従って、引き続き調製法等の検討を行い、均一性を担保したうえで、より実試料に近

い調製レシピを模索する必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 試料の BOD（zスコア）と分析着手時期の関係 

 

【採用した希釈段階と DO消費％】 

試料の BODと採用した希釈段階の関係を図 4に、試料の BOD（濃度と zスコア）と採

用した DO消費％の関係を図 5に示した。 

試料の BODと採用した希釈段階の間には相関（ɤ=0.709）が認められた。今回の調製で

は、希釈操作が 1段階 2倍で処理するケースが多いことを想定し、規定の DO消費％の範

囲（40～70％）に逸脱しやすい濃度とすることを目途とした。過年度結果では、BODと希

釈倍率の関係は明確ではなかったが、今年度の結果では希釈倍率 2～5倍と比較的広い範

囲で報告が得られたことと BOD 結果のばらつきが比較的大きかったことから相関が明確

となったものと思われる（過年度報告では希釈倍率は比較的狭い範囲に収束し、この傾

向が認められなかったものと推定される）。なお、図 4 の分布状況を見ると、2 倍、4 倍

にプロットの収束が見られ、中央値に対し 2倍では低め、4倍では高め、3倍前後で最も

近づく傾向を示した。この結果より BOD の精度向上には希釈段階を細かいステップ（例

えば、倍々ではなく、1.5倍ずつなど）で処理することが裕子であること示唆される。し

かし、実試料分析（特に未知試料の場合）に当たっては、コスト（より多くの希釈段階

を設ける必要がある等）とのバランスが問題となりそうで、適宜の判断を要すると思わ

れる。 
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報告値（ｎ=31）

着手日

配布後3日以内

配布後4-10日

配布後11日以上
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DO消費％は、既定の範囲（40～70％）に満遍なくばらついていたが、逸脱する報告が

2データと少なかった。該当する 2データに関しても BOD報告値は zスコア±2以下で問

題なく、また、試料の BODと DO消費％の間に明確な関連は認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4. 試料の BODと希釈倍率の関係(ɤ=0.709) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. 試料の BODと採用した DO消費％の関係 
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【希釈水と植種希釈水の BOD濃度】 

試料の BODと希釈水・植種希釈水の BODとの関係を図 6に、希釈水の BODと植種希釈

水の BODの関係を図 7に示した。 

試料の BODと希釈水及び植種希釈水の BODの関係については、過年度の結果と同様に

明確な傾向は認めらなかった。希釈水の BOD に関し、JIS 規定の範囲（≦0.2 ㎎／L）を

大幅に超過する報告はなく、最大でも 0.37㎎／Lと昨年度と同程度であり、各事業所で

希釈水の BODを低減する努力が継続されていることがうかがえた。 

植種希釈水の BOD に関しても、昨年度と同様に既定の範囲（0.6～1.0 ㎎／L）を上回

る報告と下回る報告がほぼ同数であった。極端に高い（又は低い）報告はなかったが植

種希釈水の BOD が規定の範囲から多少逸脱してもでも BOD のデータには直接影響がない

（報告値の低い又は高いとならない）結果であった。これについては過年度結果でも同

様の傾向が認められている。 

希釈水と植種希釈水の BODには弱い相関（ɤ=0.585）が認められた。本来であれば相関

があって当然と思われるが、過年度結果では明確な相関は認められなかった。従来と異

なる傾向を示した理由は不明確であり、今後も経過を観察する必要があると思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6．試料の BODと希釈水・植種希釈水の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7．希釈水の BODと植種希釈水の BODの関係（ɤ=0.585） 
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【グルコース-グルタミン酸溶液の BOD濃度】 

試料の BODとグルコース-グルタミン酸溶液の BODの関係を図 8に、過年度における同

様の関係（左欄が平成 29年度、右欄が平成 28年度）を図 9に示した。 

推奨値（210～230㎎／L）を超過する報告はなく、推奨値の範囲内の報告は全体の 1/3

程度にとどまり、過少な報告が大部を占めた。両者の関係について、今年度を含めた 3

ヶ年の散布図を比べてみると、平成 28 年度では明確な傾向が見られず、平成 29 年度で

は右肩上がりプロファイルを示した。今年度は弱い相関（ɤ=0.636）を示し、明らかに右

肩上がりの傾向が認められた。 

過年度結果（平成 27年度以前）で、グルコース-グルタミン酸溶液と試料の BOD結果

の相関が低い状況が継続していたので、分解過程の違いによるばらつきなどを抑え、条

件をなるべく近づけて両者の関係をより明確に捉えるべく、平成 28年度より模擬試料の

BOD源とその組成を JISの規定と同じにした。具体的には、BOD源とする糖とアミノ酸を

グルコース-グルタミン酸の混合溶液とし、その配合割合（組成比１：１）も同じにした。

違いは BODの調製濃度と添加したマトリックスのみである（平成 29年度と今年度はマト

リックスも同じ）。 

試料の BODとグルコース-グルタミン酸溶液の BODの関係を示した散布図は、縦軸と横

軸の濃度差が一桁異なるので評価法としての問題が残るが、濃度の異なる 2 試料の結果

から解析する「複合評価図」と見なして準用することが可能と思われる。平成 28年度は、

傾きを持たないばらついたプロファイルを示し、他の項目の解析で多くの場合みられる

系統誤差が大きいことを示す右肩上がりの傾向を示さなかった。このことから平成 28年

度報告では、BODの分析に関しては「系統誤差と偶然誤差が同程度であることが示唆され

た」旨言及したが、平成 29 年度結果は右肩上がりの分布を示し、「系統誤差が大きい」

可能性が示唆され、更に今年度結果では弱いながらも相関が認められ、明らかに右肩上

がりの分布を示し、「系統誤差が大きい」可能性が示された。 

3か年間の相違は、「①調製濃度が H28-約 10㎎/L、H29-約 20mg/L、H30-約 15㎎/Lで

あること」「②マトリックスが H28-無機窒素、H29、H30-塩化ナトリウムであること」で

あり、前述のように昨年度と今年度の相違は調製濃度のみである。今年度のばらつきが

昨年度より大きい（RSD％が約 2倍）ことが散布図のプロファイルに相違を示す一因と考

えられる。今年度ばらつきが大きい要因は、昨年度の濃度が相対的に高いことの他に、

先述した希釈倍率の問題が挙げられるが、現時点では不明確である。 

過年度結果（平成 28年度結果を含む）では両者の相関が低く「グルコース-グルタミ

ン酸溶液による活性確認操作の有意性」に疑問が呈されたが、組成を同じにした実験を

続けることによりある程度有意性が示されたことは一つの成果と考えられる。但し、実

用性について、推奨範囲の狭さや根拠（出典）が不明なこと等など疑問があり、この件

に関しては今後ともデータの蓄積を継続し、検討していくことが必要と考える。 
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図 8. 試料の BODとｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液の関係（今年度結果：ɤ=0.686） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （平成 29年度）            （平成 28年度） 

図 9. 試料の BODとｸﾞﾙｺｰｽ-ｸﾞﾙﾀﾐﾝ酸溶液の関係（過年度結果） 
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【使用した希釈水の種類】 

使用した水と希釈水、植種希釈水、試料の BODの関係を図 10に示した。 

希釈水と希釈のベースとなる水の種類（精製方法）については、希釈水、植種希釈水、

試料の BODについて明確な傾向は認められなかった。 

十分な管理がなされ、BOD 値の過大評価の原因となる有機物の混入等がなければ、使

用する水による得失は少ないと推測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10. 使用した水と希釈水・植種希釈水・試料の BODの関係 
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【DO測定法】 

試料の BOD（zスコア）と DO測定法の関係を図 11に示した。 

DO測定の主流は隔膜電極法となっており、今年度もそれ以外の方法を採用したのは 3

事業所のみであった。昨年度初めて報告があった光学式電極の採用は 1 件にとどまって

いた。隔膜電極法が圧倒的多数であったこともあり、分析法による明瞭な相違は認めら

れなかった。 

今回の試料は、50倍希釈後で 200㎎／L強の塩類（塩素イオンとして約 125㎎/L、昨

年度と同じ）をマトリックスとして添加しているが、この量ではまだ隔膜電極法又は光

学式電極法での過小評価（高塩分試料は DO 飽和量が低下するため補正なしでは DO 指示

値が低下する）は問題とならないので、今後の課題として、感潮河川水や高塩分排水を

想定した試料の調製を考慮する必要がある。 

なお、JIS に光学式電極法が追加され、昨年度から採用報告がなされたが、今年度も

報告数が少なく測定法の相違等の検討を行うことができなかった。隔膜電極法に比べて

利点が多い（反応速度、安定性等）ので遠からず使用が増えるものと推測されるので、

今後とも経過を観察する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11. 試料の BODと DO測定法の関係 
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【充填時及び DO測定時の温度管理の有無】 

充填時及び DO測定時の温度管理の有無と BODの関係を図 12に示した。 

試料の BODと温度管理の有無には明確な傾向は認められなかった。 

この設問は平成 27年度から実施しているが、今回も「前処理（充填時）」と「DO測定

時」に設問を分けて行った。隔膜電極法及び光学式電極法の使用事業所で、両方とも「温

度管理有り」とした事業所は 18に増加していた。 

試料充填前の空気曝気や隔膜電極、光学式電極による DO測定時の温度変化は影響が大

きい（20℃付近での 2℃の相違は DO：0.34㎎／Lに相当）。特に反応速度が劣る隔膜電極

法による DO測定は光学式電極より温度変化の影響を受けやすいと思われるので、今後は

より設問を具体的にするなどして継続して調査したい。 

なお、温度管理なしでも特に外れ値となるような傾向が見られないのは、共同実験の

実施時期（近年では概ね 10月実施、日中の平均気温は 20℃程度）によることも考えられ

る。より暑い（又は寒い）時期で実施すれば有意な相違が認められる可能性があるが、

準備期間等により実施時期の変更は当分先送りとならざるを得ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 12. 試料の BODと前処理時（充填時）及び DO測定時の温度管理の有無の関係 
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【使用植種の種類】 

試料の BODと使用した植種の種類（人工植種と天然植種）の関係を図 13に、両者を分

別して示したヒストグラムを図 14に示した。 

植種の相違による試料の BODの違いは、統計的に有意ではないが、天然植種を使用し

た結果が明らかに高めとなる傾向（概ね中央値より高めに分布）が見られた。 

使用植種（人工植種と天然植種）と BODの関係については、従来から人工植種に比し

て天然植種を使用した場合に高めの結果を得る傾向がしめされており、本共同実験の過

年度結果でも同様の傾向が示すことが多かった（平成 27年度、28年度はやや不明瞭）。

また、既報では統計的に有意な差があった例も報告されており、これはほぼ普遍的な傾

向と考えられ、今後とも留意を要する課題である。 

なお、植種の相違によるヒストグラムをみると、天然植種を使用した場合に中央値よ

り大きい結果となる傾向が明確に認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13. 試料の BODと使用した植種の種類（人工植種と天然植種）の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14. 報告値のヒストグラム（植種の相違を分別表示） 
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4．今年度のまとめ 

・平成 30年度 BOD共同実験は、 

浄化槽指定検査機関、指定計量証明事業者などの 31 事業所の参加を得て実施した。実

施要領は、配布試料を 50倍希釈したものを分析試料として 1データを報告する方式で実施

し、分析試料の調製推定濃度は、約 15mg/Lであった。 

 

・実験結果の概要は、 

7.8～18.2mg/Lの範囲で、平均値は 12.8mg/Lで、標準偏差は 2.34mg/L、変動係数は 18.3％

で昨年度結果（変動係数 11.2％）に比してばらつきが多きくなっていた。なお、中央値は

12.8mg/L、ロバストな変動係数は 18.5％であった。 

Grubbsの検定で棄却された報告値（危険率 5％）はなく、zスコアによる評価で、「疑わ

しい」（2＜｜ｚ｜≦3）と判定された報告値が 2データあったものの、「不満足」（3＜｜ｚ

｜）と判定されたデータはなかった。 

 

・その他の報告結果を含めた解析結果より、 

試料の BODと希釈倍率の関係から希釈段階のステップを細かくすると精度が上がること

が示唆された。 

報告された DO 消費％はほとんど規定の範囲内であり、適切な希釈倍率（DO 消費％）の

採用が重要であることが理解されていることが示された。 

配布から分析着手までの期間、使用した希釈水の種類、DO測定法、前処理及び DO測定

時の温度管理の有無等と試料の BOD結果に明瞭な関係は認められなかった。DO測定法につ

いては今後多様化が予想されるので、設問等に反映させていきたい。 

希釈水の BODの低減、適切な微生物活性の保持（植種希釈水の BODが適切なこと）が重

要であると JIS等に示されているが、規定された範囲又は推奨値から若干逸脱してもあま

り影響がないことが示唆された。植種活性確認のためのグルコース-グルタミン酸溶液の結

果が推奨値より低めであることは、ほぼ常態であることが示唆された。今年度は昨年度に

続き模擬試料の BOD源の材料・組成を JIS規程のグルコース-グルタミン酸溶液と同一とし

マトリックスも同一としたところ、グルコース-グルタミン酸溶液と模擬試料の BODに傾向

的な関係があることが認められた（一昨年度までは不明確）。これについては判断材料がま

だ少ないので、今後もデータの蓄積が必要と考えられる。 

本共同実験を含む既報の結果で、天然植種の使用が高めの結果となる傾向がしばしば示

されているが、今年度は明らかにその傾向が見られた。 

 

・埼環協では、 

指定計量証明事業所等を対象に BODの共同実験を継続していくので、今後とも参加いた

だき、技術の向上・維持及び精度管理の一助として頂ければ幸いである。 
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災害時の計量証明事業所の実情と平成 30年度共同実験結果について 

ビーエルテック株式会社 

岡野勝樹 

 

平成 31 年 2 月 1 日（金）に技術研修会としまして「災害時の計量証明事業所の実情と

平成 30年度共同実験結果について」の講演等が武蔵浦和コミュニティーセンター8階の第

8，9集会室にて行われました。今回は、29人の方が参加されました。 

 

浄土技術委員長の司会進行のもと、埼環協会長の山崎様より、今回の技術研修会は、一

般社団法人 福島県環境測定・放射能計測協会 事務局長 菊池美保子様のご講演があり

ますので、災害時の対策また協会として福島県との係りについて研鑚を積んでいただきた

いと開催のご挨拶をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      開会挨拶 山﨑会長        司会進行 浄土技術委員長 

 

「埼環協 平成 30年度技術研修会」プログラム 

① 災害時の計量証明事業所の実情について 

② 平成 30年度埼環協共同実験（BOD）速報 

③ 平成 30年度埼環協共同実験（全シアン）速報 

④ フリートーキング（特定のテーマを取り上げて討議） 

⑤ 意見交流会 

  

５ .埼環協技術研修会  参加報告  
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① 災害時の計量証明事業所の実情について 

講師：一般社団法人 福島県環境測定・放射能計測協会 事務局長 菊池美保子氏 

 

2011年 3月 11日の震災と原子力災害発生か

ら起きた実情に関し様々なお話をいただました。 

「ゲルマニウム半導体検出器導入の経緯」で

は、原子力災害発生時は放射能測定についての

知見の無いなか、住民の皆様のご要望に沿うた

めに3月28日にゲルマニウム半導体検出器の導

入を決定し、6 月 8 日に検出器が納入された後

は身近なサンプルの測定により分析知見を深め、

受付体制・測定方法の検討、測定結果のクロス

チェックを実施し、7 月 1 日に一般検体の受け

入れを開始したこと、ならびに 8月には同業他

社の検出器導入に向けて、自社の視察や取扱説

明会、実習なども開催した等の放射能測定の立

上げについて説明をいただきました。 

「NaI簡易分析装置の測定」では、鉛とビス

マスを誤認識してしまうことが判明したことについて説明をいただきました。これは、ヨ

ウ素（I-131）とセシウム（Cs-134）の核種ピークと鉛、ビスマスのピークが非常に近い位

置にあることが原因ということでした。Pb-214が 26.8分、Bi-214haが 19.9分と半減期は

短いため、実効線量から問題ないとされており、参考データとして福島県中部の井戸水と

北部の山砂のデータが紹介されました。 

「治療用核種検出の問題点」では、し尿処理場の汚泥からヨウ素が検出される事例の説

明がありました。これは、甲状腺癌の外来治療方法として残存甲状腺破壊を目的としたア

ブレーション治療に I-131（1,110MBｑ）を使用することにより、ある程度の半減期が過ぎ

るまでは、し尿を経由し汚泥から検出してしまうことによるものだそうです。 

「玄米からごはんまで測定」では、玄米→精米→ごはんとなるまでに放射線量は低くな

り、ごはんでは N.Dになったと説明がありました。 

「一般社団法人福島県環境測定・放射能計測協会設立の経緯」では、放射能計測の重要

性が高まったことにより、「一般社団法人 福島県環境測定・放射能計測協会」として平成

26 年 12 月より改組し活動を始め、一般社団法人化により様々な業務が受注できたそうで

す。また、一般社団法人化には、埼環協の法人化実例が非常に参考になったとのことでし

た。 

当初は入札案件であったが、実績を認めてもらい随意契約になった「食と放射能に関す

る説明会事業運営業務」の業務説明があり、福島県内各地で年間 75回の食と放射能に関す

る研修会を実施されているそうです。また、川魚は塩分を排出しないのでセシウムは取り

込まれたままになり、海魚は塩分を出せるのでセシウムは取り込まないなどの話をいただ

きました。 

平成 31年 1月 30日に実施された第 38回福島県試験検査技術発表会には、190人ほど参

講演中の菊池氏 
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加があり、その後の情報交換会でも 200人ほどの参加があったとのことでした。発表会に

は高校生の発表もあり、環境測定分析の仕事（草の根的リクルート活動）に関心を持って

もらえるような活動もされているそうです。 

最後の「災害時協定締結後の福島県との活動について」では、福島県の危機管理部が上

に立ち指導し、県と共同での防災訓練は年に 1回実施され、様々な団体（90事業者）が参

加していること、ならびに災害時応援協定ネットワーク会議では 99人が参加され、福島県

からは 40人が参加されたことなどの説明がありました。 

 
 

② 平成 30年度埼環協共同実験（BOD）速報 

講師：浄土 技術委員長 

 

長年浄化槽検査の受検率が全国ワースト 1であり、その離脱を目指し指定採水員制度の

導入、BOD分析の技術力担保を目的として開始されました。平成 24年度から実施しまして

今年度は 7年目です。今回は、全 31事業所が参加されました。 

実施概要は、以下の通りです。 

・試料配布：平成 30年 10月 4日 

・報告期限：平成 30年 11月 5日 

・分析方法：JISK0102 に規定されて方法 

・実施要領：配布試料を 50倍希釈したものを分析試料とし 1データを報告する。 

・調整濃度：配布試料を 50 倍希釈すると BOD として浄化槽放流水（数十 mg/L）レベ

ルとなることを目途とした。 

期待値は、BOD 約 15㎎/ L（マトリックスとして塩素イオン約 120㎎/ L）です。 

結果概要は、 

・平均値：12.8㎎/ L（中央値 12.8㎎/ L） 

・範囲：10.3㎎/ L（最大 18.2㎎/ L、最小 12.8㎎/ L） 

・標準偏差：2.3㎎/ L （RSD：18.3％） 

各事業所の z スコアは、±2 超過（疑わしい）が 2 施設、±3 超過（不満足）はなしで

した。 

今後は、2月中に結果を取り纏め、埼環協ニュース 2019 年 4月号、埼環協 HPに掲載及

び 2019年度研究発表会で口頭発表予定です。 

 

 

③ 平成 30年度埼環協共同実験（全シアン）速報 

講師：浄土 技術委員長 

 

目的は、自主性（自己管理）を重視した分析技術の研鑚です。他の技能試験等との違い

の一例としては、「簡易ミスはフィードバックして再報告を促し」純然とした技術的な問題

点について自己評価いただくことを目的としている点にあります。既に約 40年の実績があ

り、日環協の「SELF（自己精度管理試験）」は埼環協共同実験を移管したものです。 
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平成 10 年度以降取り纏め結果は HP に掲載され、平成 22 年度以降より神環協も参加し

ています。 

実施概要は、以下の通りです。 

・試料配布：平成 30年 10月 4日 

・報告期限：平成 30年 11月 5日 

・分析方法：JISK0102等 に規定された方法 

・実施要領：A、Bの 2試料をそのままの分析試料とし、日を変えて 2回、計 4データ

を報告する（蒸留操作を行い全シアンとして測定）。 

・調整濃度：配布試料は、排水と環境水の混合を想定、排水基準を超えないレベルと

なることを想定して調製した。 

参加事業所は、埼環協関連が 24事業所、神環協から 20事業所の 44事業所でした。 

調製濃度は、試料 Aが 0.7㎎/ L、試料 Bが 0.9㎎/ Lでした。 

 結果概要（現状では埼環協データのみ、24事業所より 29の報告）は、 

・平均値（中央値）：  

試料 A  0.658㎎/ L （0.679㎎/ L） 

試料 B  0.876㎎/ L （0.882㎎/ L） 

・範囲：  

試料 A  0.444㎎/ L （Max0.803 Min0.359㎎/ L） 

試料 B  0.681㎎/ L （Max1.295 Min0.614㎎/ L） 

・標準偏差（変動係数）： 

試料 A  0.082㎎/ L（12.4%） 

試料 B  0.107㎎/ L（12.2%） 

・室内（併行）精度： 

試料 A  4.0% 

試料 B  2.9% 

・室間（再現）精度： 

試料 A  12.8% 

試料 B  12.3% 

Grubbs棄却検定（危険率 5％）で、A、B試料 各 1データが棄却されました。  

また、各事業所の zスコアは、±2超過（疑わしい）が試料 Aで 1、試料 Bで 2データ、

±3超過（不満足）は試料 Aで 5、試料 B で 2データありました。 

今後は、神環協からの報告も併せて 4月中に取り纏め、埼環協ニュース 2019年 9月号、

埼環協 HPに掲載及び 2019年度研究発表会で口頭発表予定です。 
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研修風景 

④ フリートーキング  

「災害時対応」「BOD」「全シアン」の 3 テーマについて、5 班に分かれて実施しました。

各班で取り上げたテーマは以下の通りです。 

BOD：2班、災害：1班、災害と全シアン：1班、全シアン：1班 

 

それぞれで測定の疑問点や災害時の対応など、活発な話し合いがなされました。各社で、

今更聞けない疑問点や災害時の対策（ここだけの話）などの興味深いお話が聞けました。 

 

閉会の挨拶 

埼環協 鈴木副会長から、この技術研修会を通じての知見をそれぞれの事業所に持ち帰

っていただき、技術の研鑚を積んでいただきたい旨の閉会のご挨拶がありました。 

 

以上 
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「県単間による災害時相互応援協定」の締結 

と 

首都圏環協連主催「環境計量証明事業団体合同研修会」の開催報告 

について 

 

埼環協 事務局 

 

平成 31 年 2 月 5 日に県単間による災害時相互応援協定の締結と環境計量業界の県単組

織の参加による環境計量証明事業団体合同研修会が開かれました。 

 

【災害時相互応援協定】 

 災害時相互応援協定は、県単組織が各自治体との災害時支援協定が結ばれる例が増える

中で、県単組織同士が支えあうための協定です。近年の大震災や大豪雨などといった災害

に対して国民や社会の安全を守るために官民の連携が必要となっています。その連携のひ

とつが「自治体」と「環境計量業界団体」の災害時の支援協定です。この協定が各地で広

がり、現時点で 17の協定事例があります（埼環協調べ 後述参照）。 

協定を締結することは、環境計量業界の社会的貢献や日頃の測定・試験・検査といった

業務をより知ってもらうよい機会ではあります。さらに日頃から研鑽している専門的な技

術を発揮し、社会に正確な情報を提供して「安全」「安心」な対応を促すことを担うことが

できます。 

ところが、この協定では同じ地域内の「自治体」と「計量証明事業団体」と結ぶ例が多

いため、災害によってはともに被災を受けていまい、十分に支援ができない可能性があり

ます。 

そこで、県単組織が互いに支えあうことを目的に、近隣または遠隔の業界団体と緊急時

の「応援体制」を取ることを考えました。この応援体制を取るにあたり、日頃の備えと災

害時の対応について意見交換を重ね、平成 31年 2月 5日に次の６団体による「災害時相互

応援協定」を締結しました。 

 

協定団体 

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 

一般社団法人 神奈川県環境計量協議会 

一般社団法人 埼玉県環境計量協議会 

堺市環境計量協議会 

一般社団法人 福島県環境測定・放射能計測協会 

横浜市環境技術協議会 

  

６ .関係団体イベント  参加報告  
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締結に関し、日頃からの情報交換や定期的に支援体制の検討、そして「災害時における

提言」ができるように活動することとなりました。提言の例として、災害時におけるモニ

タリング方法の検討などがあります。 

 

 

協定内容 

 

 

災害時相互応援協定 

 

 本協定は、災害などの非常時において、締結団体が互いに有する環境調査・分析など

の測定が円滑に行われるための協定を締結する。 

 

第１条 目的 

 この応援協定は、締結団体の活動が災害など非常時に事業の継続や自治体との協定の

履行等に関し、相互に応援することを目的とする。さらにこの協定を通じ、災害時にお

ける応援について提言を示すことを目標にする。 

 

第２条 期間と継続 

この協定は、締結の日から 1 年間とする。ただし、締結団体から協定の解除の申し出

がないかぎり、この協定は継続するものとする。 

 

第３条 応援の内容 

この協定で応援する内容は、有害物質等（化学物質や石綿、飲用水、放射性物質の測

定など）であり、その詳細は協定発令時に協議する。 

 

第４条 協定の体制 

この協定では、締結団体の事務局またはこれに代わる体制と連携し、さまざまな想定

を踏まえ、応援に備える。 

 

第５条 協定の詳細 

この協定の詳細は、別に定める。 
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協定締結の様子（右から順に 敬称略） 

一般社団法人 愛知県環境測定分析協会 会長  河野 達郎 

横浜市環境技術協議会 代表幹事  増田 健一 

一般社団法人 埼玉県環境計量協議会 会長  山﨑 研一 

一般社団法人 福島県環境測定・放射能計測協会 事務局長  菊池美保子 

堺市環境計量協議会 会長  松井 稔 

一般社団法人 神奈川県環境計量協議会 会長  梶田 哲弘 

 

 

【環境計量証明事業団体合同研修会】 

同日に開催された「平成 30 年度 環境計量証明事業団体合同研修会」では、13 団体が

参加し、災害防止協定や適正価格について意見を交換しました。この研修会は、平成 24

年 2月に大阪環境測定分析事業者協会と首都圏環協連※１が、異常な廉価で落札する事例が

多くあり、これは業界を疲弊するとして「適正価格（低価格入札の問題）」について、意見

交換しました。これがきっかけで、会員の意識調査や行政に対する要望書の提出が行われ、

環境分野における「本来あるべき価格」が意識され、協働した行動がはじまりました。 

今回の研修会では、各地で進められている災害時の支援協定と適正価格に関係する最低

制限価格制度をテーマに情報と意見を交換しました。開催概要は、次のとおりです。 

 

目 的：災害協定の取組と締結事例及び適正価格についての研修 

期 日：2019年（平成 31年）2月 5日（火）14：00より 

場 所：ホテル横浜ガーデン  横浜市中区山下町 254番地 TEL;045-641-1311 

内 容：第 1部 『災害時の支援協定について』  （14：20） 

    第 2部 『最低制限価格についての討論会』 （15：15） 

    第 3部 『意見交流会』  （17：30） 

参 加：大阪府、愛知県、長野県、福島県、北海道、群馬県、福岡県、山形県（情報

提供のみ）、首都圏環協連（４都県）、堺市、横浜市等の県単。 

第 1部の『災害時の支援協定について』では、一般社団法人埼玉県環境計量協議会の野

口事務局長より、災害支援協定の事例紹介と県単同士により応援協定、そしてこれらの課

題について、発表し、意見交換しました。 
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自治体から協定を求められる背景には、自治体に機動力が十分にないことや自治体では

専門性の高い環境測定・調査・分析への対応が難しいことなどがあげられています。その

一方で、環境計量団体にとっては、社会的地位を顕示することができ、環境計量の認知を

より社会に示す機会であり、公平公正な立場で値を示す環境計量の重要性を契機になると

しています。 

また、具体的な事例として、福島県、神奈川県、愛知県、埼玉県の協定をあげ、それぞ

れの体制や定期的に行われている活動（訓練）について紹介し、日頃の備えとして実施す

べき事項や、協定が形骸化しないような取組みと、その重要性を示しました。さらに、同

日に行われた県単組織による応援協定の締結の経緯やその意義、目標について紹介があり

ました。この応援協定により、遠隔地の団体との応援体制が各自治体との協定を支援する

ことができるとしています。特に、埼玉県の協定の体制にあるように（埼玉県環境部と埼

環協※２が締結した「災害時における石綿モニタリングに関する合意」）、協定体制に応援団

体（一般社団法人神奈川県環境計量協議会）を明記した例もあり、官民の連携がより意識

されています。 

 
※１ 東京、千葉、埼玉、神奈川で構成される首都圏環境計量協議会連絡会（首都圏環協連） 

※２ 一般社団法人埼玉県環境計量協議会（埼環協） 

 

しかし、自治体との協定や県単同士の応援協定には、課題もあります。中小企業が多く

占める県単組織では、いざという場合に自社内や顧客対応を優先せざるを得ないことが生

じる可能性があります。また、発災時に、どのような装備を備え、現地の安全性をどのよ

うに確認し確保するかといった課題もあり、対応の標準化を検討する必要があります。さ

らに、交通状況の情報や宿泊先や測定に使用する動力や燃料の確保なども懸念材料である

ため、現地での測定や調査そのものをサポートする体制も必要と考えられます。 

このようにさまざまな事態を想定し

つつ日頃の備えでなにをすべきかを意見

交換し、今後は災害時における測定や調

査の手法の検討や実行力を高める体制や

訓練の検討などを行い、業界団体として

提言していくことが重要を締めくくって

います。 

このテーマでは、神奈川県の職員も参

加され、その関心度の高さを感じました。

また、参加者からの意見として、協定の

発動時の費用について、ボランティアで

はなくしっかりとした費用清算をすべき

としています。 

 

第 2部の『最低制限価格についての討論会』は、フリーディスカッションの形式で行わ

れました。各地での環境計量業界の状況について、意見交換しました。そのなかで、議員

や政党へ要望し、行政に働きかけをする事例もありました。議員や政党と接触することに

研修会の様子 
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意見交換会（春節 獅子舞の登場） 

ハードルを感じている意見や会派や党に係らず「行動力のある議員」を見つける必要があ

るなどと意見がありました。また、このような議員や政党への要望を行うための時間と経

費は、県単組織ではまかないきれない課題も意見としてありました。 

また、各地の最低制限価格制度の導入については、今年度においては、目立った動きも

なく、地元優先という考えが薄れている事例も見られ、特に大手企業が地方に進出するこ

とも業界の混乱を見せているという意見もありました。 

 

第 3部の『意見交流会』では、中国の旧暦正月である「春節」の最中の横浜中華街で行

われました。爆竹の爆音と太鼓の音に獅子舞が踊り、あたまを噛まれ、今年の「開運厄除」

や「無病息災」のご利益をいただきました。環境計量業界にとって、よい年になることを

祈りつつ、行動していかないとならないと思いました。 
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環境計量業界の災害時協定の状況 

埼環協調べ 2019年 2月 

協定団体 
（環境計量業界） 

協定名 協定先 協定日 対象 費用負担 

横浜市環境技術協議会 
災害時における有害化学物質調査
の協力に関する協定 

横浜市 H11.8.31 有害化学物質 実費 

一般社団法人 

神奈川県環境計量協議会 

災害時における有害化学物質調査
の協力に関する協定 

横浜市 H11.9 有害化学物質 実費 

災害時における有害化学物質調査
の協力に関する協定 

神奈川県 H29.10 有害化学物質 
実費 

（適正価格） 

大規模災害時における有害化学物
質等の調査に関する協定 

川崎市 H30.8.31 有害化学物質 
実費 

（適正価格） 

一般社団法人 

埼玉県環境計量協議会 

水質検査に関する協定書 
埼玉県企業
局 

H24.12.26 水道水源水質 

実費 

（建設物価、
割増規定有） 

災害時における石綿モニタリング
に関する合意 

埼玉県 H30.11.6 石綿 
実費 

（建設物価） 

一般社団法人 

愛知県環境測定分析協会 

災害時における化学物質等の調査
に関する協定書 

愛知県 H23.3.18 化学物質 
実費 

（適正価格） 

災害時における環境安全の調査等
に関する協定書 

豊橋市 H26.2.12 
化学物質等 

防災井戸 

実費 

（適正価格） 

災害時における環境調査に関する
協定 

豊田市 H28.5.30 
化学物質等（必要
と認めるもの） 

実費 

（適正価格） 

災害時における化学物質等の調査
に関する協定 

岡崎市 H30.4.16 化学物質等 
実費 

（適正価格） 

一般社団法人 

群馬県計量協会 

環境分科会 

災害時等における緊急分析の協力
に関する協定 

群馬県下水
道総合事務
所 

H29. 9.27 水質分析等 実費 

一般社団法人 

福島県環境測定・放射能
計測協会 

災害時における環境安全の調査等
における協定書 

福島県 H27.5.13 
化学物質、放射性
物質 

実費 

（適正価格） 

一般社団法人 

山形県計量協会 

災害時における環境調査に関する
協定 

山形県 H27.6 
化学物質等（必要
と認めるもの） 

実費 

（適正価格） 

災害時における環境調査に関する
協定 

山形市 H30.7.26 
化学物質等（必要
と認めるもの） 

実費 

（適正価格） 

長野県環境測定分析協会 
災害時における被災建築物のアス
ベスト調査に関する協定 

長野県 H30.9.18 

被災建築物の石
綿施工箇所や露
出・破損、建材中
の石綿含有 

実費 

（人件費、機
器費を除く） 

堺市環境計量協議会 
災害時におけるアスベストの調査
に関する協定 

大阪府堺市 H30.8.31 石綿 
実費 

（適正価格） 

静岡県計量協会 

環境計量証明部会 

中部支部 

災害時における化学物質調査に関
する協定 

静岡市 H23.2.4 化学物質 
実費 

（適正価格） 
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埼環協「経営者・経営層 懇談会」 開催報告 

 

埼環協 事務局 

 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会（埼環協）では、会員企業の経営者・経営層から業

界活動に関する意見を得る場として、また、各会員間における経営者・経営層の交流の場

として、「経営者・経営層 懇談会」を開催しました。参加者は 23名（神環協 梶田会長

も出席いただきました）で、たくさんの情報や意見が出され、たいへん有意義な会になり

ました。 

 

開催日時：平成 31年 2月 15 日（金）14時から 19時 

会場： 「ホテルブリランテ武蔵野」サファイア A （さいたま市中央区新都心 2‐2） 

１３時３０分 受付開始 

１４時００分 開 会  挨拶 埼環協 会長 山﨑研一 

１４時０５分 埼環協の活動の経過報告（25分）埼環協 副会長 鈴木竜一 

１４時３０分 講演（60分） 

 演題 「働き方改革について」 

 講師  藤池 誠治 氏（株式会社 デサン 会長） 

 埼玉経済同友会 代表幹事、埼玉県経営者協会 副会長 

１５時３０分 休憩（10分） 

１５時４０分 情報交換（50分） 

１６時３０分 埼環協の活動へのご意見、ご希望（20分） 

１７時００分 意見交換会 開始 

１９時００分 閉会 

 

埼環協 山﨑会長から開催の主旨などを説明され、開会

の挨拶がありました。その中で、埼環協の行事は多々あり

ながらも「経営者・経営層」を主体とした行事はなく、埼

環協が業界団体として成熟するためにも意見交換する場と

して開催し、今後の活動に生かしたいと説明がありました。 

 

【埼環協の活動の経過報告】 

鈴木副会長より埼環協の活動報告として、事業の紹介や環境計量業界が取り巻く環境に

ついて、報告がありました。 

埼環協の事業では、精度管理や埼環協の認知度向上のためのイベントの活動状況につい

て紹介がありました。また、環境計量業界を取り巻く環境が、公害から環境、そして持続

挨拶する 山﨑会長 
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可能な社会と変わってきたため、視点を時代の変化に対応しながら仕事を増やす、すなわ

ち市場を拡大することが会員のメリットにつながるとしています。その中で重大な課題は、

「適正な価格」です。価格ダンピングの最悪なケースが「手抜き作業」であり、県外地域

の事例ですが、５年間受託していた業務が「未測定」で報告していた「不正」を例に取り

上げ問題視しています。 

また、埼環協では、最低制限価格制度の導入を埼玉県に要望し、一部導入されました。

併せて、首都圏環協連（首都圏環境計量協議会連絡会）の活動として、建設物価本に掲載

されている価格のうち、専門的な業界の立場から見て矛盾がある価格やニーズが高い項目

の情報提供といった点を助言し、情報提供や提案をしている活動を紹介しました。 

さらに、行政への協力事業として、災害時や緊急時における石綿モニタリングの協定（正

式には、合意）を結ぶなど、業界団体として環境行政への支援をしています。同時に他県

単組織との相互に応援する協定を結び、広域的な体制を作ったことを紹介しました。 

 締めくくりに、技術研鑽を行うことを継続し、我々業界として襟を正す点もあり、技術

無き業界は存在しないこと、仕事を安心して頼める業界団体にすることが重要であるとし

ています。今後は、埼環協の事業として、技術や得意分野の組み合わせ（JV（共同企業体）

の導入）、入札制度の提言、行政側との共同事業などについて紹介がありました。 

【講演 「働き方改革」について】 

講演は、藤池 誠治 氏（株式会社 デサン 会長）を講師に招き「働き方改革につい

て」と題しご発表頂きました。藤池氏は、埼玉経済同友会 代表幹事や埼玉県経営者協会 

副会長をされている埼玉県内の経済界の重鎮です。 

講演の概要は、次のとおりです。 

日本国内の人口減少が顕著にみられ、2050 年には、

5000万人まで落ち込む予想がされています。生産人口

の減少により、「人手不足」がさらに進み、社会の維持

に大きな影響を与えます。労働力の確保のために働き

方を見直し生産性を向上させていかないとなりません。

「働き方改革」は、法令で規制され、企業の遵守事項

です。例えば、時間外労働では、１ヶ月 45時間、１年

360時間まで、特別条項であっても月 100時間を上限でかつ２～６ヶ月の平均は 80時間を

超えてはなりません。非常に多忙な時期を乗り切るためには、時には 100時間といった長

時間の残業が必要になりますが、これを継続してはならないという考えです。残業は、手

当てにより個々の従業員の収益は上がります。しかし、企業としての売上は上がっても利

益率は下がます。さらに長時間労働に慣れてくると、終業時間に合わせた働き方になりま

す。そこで考えないとならないのは、商品の値上げや生産量の調整です。例えば、顧客に

値上げ交渉をしたり、発注量を減らしてもらったりすることです。その結果、受注や受託

量は減少しても、利益はほとんど変わらないと思います。その一方で、従業員の教育も必

要です。企業が罰せられるという意識を従業員に徹底することで、仕事をしながら考え「ど

うやったら短い時間で仕事ができるのか」という習慣をつけることです。そこで、講師の

会社では、５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）に「しつっこく」を加えた「６S活動」を

ご講演者 藤池氏 
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展開しています。これは、「確実」に「着実」に実行させるためのアイテムです。そのほか

にも、「同一労働・同一賃金」などのメリットとデメリットなどをご講演いただきました。 

【情報交換】 

「情報交換」では、様々な意見や要望がありました。 

 分析の価格は、機器の購入や更新、材料である試薬等の価格上昇、精度管理に要する費

用など薄利多売で進めるにしても限界があります。そのため、値上げをどのようにすすめ

るのか、数値が商品の業界では付加価値をどのよう

につけるのか、場合によっては無理な仕事を受けな

いようにして見合った価格の業務だけ対応すべきか、

といった意見がありました。また、関係して、JV（共

同企業体）により得意分野を分け合って受託できな

いのか、機械や測定装置を共有できないのか、とい

った意見もあり、現行の制度では難しい側面もあり

ます。課題を解決するためには、前に進めて実績を

作ることも考えてはどうかという意見もありました。 

その他には、次のような意見がありました。非正

規・正規の雇用では、賃金格差を是正するためには、賃金が組織全体として上昇する可能

性があるためにその原資の確保、従業員の理解などといった課題があり、進め方も難しい。

新規採用が苦戦しており、採用を決めても辞退されてしまうこともあり、人材が集まりに

くい。契約は価格競争型の入札制度にみられるように、金額的なもので決定され、技術面

が尊重されていない。このことは官庁だけでなく民間も同じケースもある。環境計量業界

の事業が B to C （Business to Consumer）になっているが、B to B （Business to Business）

にするなど、それぞれの得意分野は専門的に任せることはできないか。 

様々な意見があり、事例なども紹介されながら、意見と情報の交換ができました。 

【埼環協の活動へのご意見、ご希望】 

「埼環協の活動へのご意見、ご希望」では、次のような意見や要望、感想がありました。 

環境計量事業の認知度を上げてほしい、業界に関心を持ってもらう、分析業界の魅力を

伝える活動があるといいといった意見があり、これに関連するのが、人材の確保です。 

人材に関しては、大学回りをして採用活動をしている会員の活動例も紹介されましたが、

業界団体で合同の面接会を行うなど意見もありました。関連して、高校などと連携し、研

究発表会などに参加もしくは発表してもらうような学生時代から身近に感じてもらうこと

も重要ではないかと意見もありました。 

その他に、次のような意見がありました。仕事の軸を官庁発注から民間に変えてきた。

官庁中心な活動ではなく、民間事業者（民間顧客）におろすような活動も期待する。埼環

協の行事に感謝している。会員の事業規模の違いがあってもこれだけの経営者が集まって

多くの意見が出され、交流できたことがよかった。機器の共同購入も検討してほしい。研

究発表会の内容では、分析にこだわらず幅広い発表があるとよいのではないか。 

お褒めの言葉や今後の活動のヒントをいただきました。 

意見交換 
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【おわりに】 

本懇談会は、近年では初めての試みでした。埼環協の

これまでの行事や活動について、経営者・経営層の皆様

に直接、報告し、課題や今後の活動を意見交換できるこ

とができました。今回に参加いただきました経営者・経

営層の皆様に感謝申し上げます。併せて、日頃からの行

事に参加いただき、支援いただいております経営者・経

営層や会員組織の所属の皆様にも厚くお礼申し上げます。 

このたびの大変貴重な意見もいただき、今後の活動の

参考にしていきたいと思います。 

 

 参加者 名簿   （敬称略） 

出席者 所属 役職 氏名 

アルファー・ラボラトリー㈱ 代表取締役 清水 学 

㈱環境工学研究所  代表取締役 堀江 匡明 

㈱環境総合研究所  代表取締役 吉田 裕之 

㈱環境テクノ  代表取締役 永沼 正孝 

（一社）埼玉県環境検査研究協会 代表理事  星野 弘志 

㈱高見沢分析化学研究所 
代表取締役 高橋 紀子 

専務取締役 佐藤 英樹 

寺木産業㈱ 代表取締役 寺木 眞一郎 

㈱東京久栄  
常務取締役技術本部長 田中 亮三 

上席研究員 浄土 真佐実 

東邦化研㈱ 
代表取締役 長島 惣平 

環境分析センター所長 横尾 克己 

内藤環境管理㈱ 
代表取締役 内藤 岳 

執行役員営業部長 鈴木 竜一 

山根技研㈱ 専務取締役 根岸 哲男 

ラボテック東日本 
代表取締役 金田 耕一 

技術アドバイザー 菅原 昇 

㈲太盛 センター長 川島 誠 

（一社）神奈川県環境計量協議会 会長 
 ㈱神奈川環境研究所 代表取締役 

梶田 哲弘 

【講師】㈱デサン 会長 藤池 誠治 

【事務局】（一社）埼玉県環境計量協議会 

会長 山﨑 研一 

事務局長 野口 裕司 

事務局 袴田 賢一 

 

  

意見交換会で挨拶する 鈴木副会長 
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死 を 目 前 に し て 

広 瀬 一 豊 

私も 95歳、私も 95歳、腰の筋力不足のため歩行が困難、家の中では 4点杖、外出はシ

ルバーカーに頼っていますが、まだボケてはいないようですし、食べ物も美味しく食べら

れ、晩酌も楽しめていて、何時、どのようにして死ぬかなと診察をお願いしている医者さ

んに聞いてみました。「あなたは心臓に故障があるから、それが原因で死ぬでしょう」との

返事、「急死ですか、入院して死ぬのですか」と聞きましたら「それは分かりません」との

返事でした。しかし、死ぬことに間違いはないわけです。 

「日本トランスパーソナル学会」というのがあって、そこで言われているのを紹介しま

す。 

《 不登校、非行、援助交際、学級崩壊と深刻化する子供たちの心の問題。高まる若者

たちの暴力衝動。不況と官僚たちの汚職。とどまるところを知らない環境破壊。今ほど私

たちの生き方を根本から問われている時代はありません。 

私たちは“トランスパーソナル”（個を超える）という考えに新しい時代の希望を求め

ます。それは現代のさまざまな問題には、近現代の合理主義・科学主義、そして個人主義

の限界が映し出されていると考えるからです。人種・性別・思想信条の違いなどを超えた

人と人とのつながり、過去の世代や将来の世代とのつながり、人間と大自然とのつながり、

そして、人間と人間を超えたものとのつながり。こうしたつながりを見失い、個の利益と

快楽を追い求めた結果、現代のさまざまな問題が生まれているのではないでしょうか。 

だとすれば、〈個を超えたつながり〉の回復によってでしか、現代社会の矛盾は根本的

に解決できないのではないか、と思えるのです。私たちはまた、個人の内面（心）と社会

や環境とのつながりにも着目します。世界的な規模で広がる社会・環境の荒廃は、同時に、

個人の内面で進行している心の荒廃と一致していると考えるからです。 

つまり、心が個人主義になり、外の世界、そこには自分以外の人間、動物や植物、さら

には空気とか水とか太陽の光とか、そういったものがあるわけだけれど、そうしたものと

のつながり、そうしたものへの優しさを失っている、そのことが社会の荒廃、環境の破壊

などを招いている。そういう考え方だと思います。 

外の世界が荒廃しているということに対して、先ず自分の心を振り返ってみることが大

事ではないでしょうか。本当に、人に対して、ものに対して、優しい心になっているのか

という反省が大事だと思うと共に、魂ということを考えると、人間が「死ぬ」ということ

を、もっと深く、大きな眼で見なければならないということもあると思うのです。 》 

７.寄 稿 
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飯田さんという人が、死後の世界があると思ったほうが得なのだということを言ってい

るのです。 

《 「人間の本質は脳であって、脳を超えるような「意識体」、例えば魂といったような

ものが存在することはあり得ない」といった人間観に立つ方々に申し上げているのは、ト

ランスパーソナルな、言い換えますと個人の脳を超えた意識体が存在するという人間観を

信じて生きるのが得なのか、信じないで生きるのが得なのか、どちらが戦略的な思考です

か、ということなんです。 

例えば「死後の世界はあるか、ないか」ということを考える場合、死後にも何らかの意

識があると考えた方が、論理的にも絶対に優位なんです。なぜなら、「死後の生命」を信じ

ている人は、希望を抱きながら人生を終えることができますし、死後に意識があれば、「や

っぱり信じていた通りだった」と満足感に浸ることができます。万が一、意識がなくても、

その時は意識自体がないわけですから、やっぱり「死後には何もなかった」とがっかりす

ることは絶対にないわけです。 

ところが「死はすべての終りであり、死後に自分という存在は全く消えてしまう」と信

じている人は、希望のない死を迎えることになり、仮に死後に自分の信念の正しさが証明

されたとしても、その場合は意識自体がないので確証を得ることができないわけです。そ

して万が一、死後認識があった場合には、自らの誤りを知ってショックを受け、物質主義

的な生き方をしてきた人生の反省をすることになってしまうわけです。 

唯脳論者の方にそのように論理立てて説明すると、納得して信じてくださるようなる場

合が多いのです。 》 

飯田さんはこのように言ってるけれど、この説明に納得はしても、「死後の世界」を信

じて生き方を変えるということ、私は今その状態に直面しているわけですけれど、どこま

で変わるかどうかということになると、これは難しいのじゃないかと思いますけれど。 
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平成 31年 4月 3日 現在 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 354-0045

環境分析開発センター

田口　紀明

代表取締役 石坂　靖子 049-293-7166 049-259-7636

〒 331-0811

代表取締役

清水  学

代表取締役 清水  学 048-666-3350 048-665-8242

技術課

金森　重雄

〒 330-0856

橋場　康博

代表取締役 伊藤　具厚 048-642-7575 048-642-7575

〒 351-0114

環境測定

秋山　進

代表取締役社長 猪俣　訓一 048-464-3599 048-464-3620

〒 105-0014

常務取締役

渡邉　浩二

代表取締役 吉武　俊一 03-5232-3678 03-5232-3679

〒 331-0046

東京支社

山本　泰久

代表取締役 浅野　幸雄 048-614-8970 048-614-8971

技術部

○ ○

－
 http://www.itoh-kohgai.co.jp  eigyo@itoh-kohgai.co.jp

㈱伊藤公害調査研究所埼玉
支社 さいたま市大宮区三橋三丁目１９５－

１

○

 http://www.alpha-labo.co.jp

 info@is-engineering.co.jp

 info@alpha-labo.co.jp

アルファー・ラボラトリー㈱
分析センター さいたま市北区吉野町１－６－１４

 http://www.is-engineering.co.jp

アイエスエンジニアリング㈱
分析センター 三芳町上富緑１５８９－２

○ ○

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

○ ○

－

○

○

－

○

○

○ ○

○

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(1／9)

○ ○ － ○

○

○ ○ ○

エヌエス環境㈱東京支社
東京技術センター

・ ・

東京都港区芝３－３－１４ニットクビル
４階

・ ・ － ・

助 会 員

・

 inomata@inomata.co.jp

株式会社エイビス

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.ns-kankyo.co.jp  yamamoto@ns-kankyo.co.jp

（アイウエオ順）

○ ○ ○
さいたま市西区宮前町１６２９－１

 http://www.aivs.co.jp  info@aivs.co.jp

賛

猪俣工業㈱
和光市本町１６－２

－

○   

８ . 会員名簿  



－ ７４ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 343-0021

佐藤　祐

代表取締役社長 江藤　真吾 048-974-8011 048-974-8019

〒 345-0043

環境技術部

和田　丈晴

所長 野邉　隆幸 0480-37-2601 0480-37-2521

〒 338-0003

営業グループ

小高　浩靖

北関東技術センター長 宮原　慎一 048-840-1100 048-840-1101

〒 335-0034

技術１部

大谷内　彰

代表取締役 能登　祥文 048-422-4857 048-422-3336

〒 336-0926

浦橋　三雄

代表取締役 石川　理積 048-873-6566 048-873-6566

〒 337-0033

鈴村　多賀志

鈴村　多賀志 090-7816-4974 048-683-7098

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 RXA04071@nifty.com

（アイウエオ順）

   
さいたま市見沼区御蔵１２４７－８

 http://www.kankyou-keisoku.co.jp  urahashi@kankyou-keisoku.co.jp

○

㈱環境技研
戸田テクニカルセンター

○

○

○ ○

戸田市笹目２－５－１２

－

○ ○ ○

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(2／9)

－

 

○ ○

環境計量事務所スズムラ

さいたま市緑区東浦和５－１８－８０

－

○ ○ ○

○

 http://www.kankyougiken.co.jp  center@kankyougiken.co.jp

環境計測㈱
さいたま事業所

○

○ ○ ○

 

○

 

 kitakantoecc@kankyo-kanri.co.jp

○

－

○

－ ○

○ ○ ○

－ ○

○ ○ ○

 y-sato@oaso.jp

 t_kankyo@ceri.jp

越谷市大林２７２－１

  

大阿蘇水質管理株式会社 ○

部署　氏名

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者
　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

 http://oaso.jp

 http://www.kankyo-kanri.co.jp

さいたま市中央区本町東３－１５－１２

○ ○

杉戸町下高野１６００番地

○ ○

㈱環境管理センター
北関東技術センター

 http://www.cerij.or.jp

一般財団法人
化学物質評価研究機構
東京事業所



－ ７５ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 360-0841

代表取締役

堀江　匡明

代表取締役 堀江　匡明 048-531-0531 048-531-0532

営業課

鯨井　幹雄

〒 350-0844

技術部

寺山　雄一

代表取締役 吉田　裕之 049-225-7264 049-225-7346

〒 355-0008

分析ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

持田　隆行

代表取締役 永沼　正孝 0493-39-5181 0493-39-5191

〒 340-0003

検査部

袴田　雅俊

工場長 田森　勉 048-931-1331 048-931-5979

〒 348-0041

テクニカルグループ

清水　陽一郎

代表取締役 清水　政男 048-560-6222 048-560-6223

〒 365-0033

分析センター

長山　一茂

代表取締役社長 室岡　猛 048-541-3233 048-540-1148

○

振
　
動

事 業 所 名

㈱環境工学研究所 ○   

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 k-kogaku@bi.wakwak.com

熊谷市新堀１６９－４　永田ビル

 http://k-kogaku.net

○ ○

○ ○○

㈱環境テクノ ○ ○

 http://www.kankyoutekuno.co.jp

東松山市大字大谷３０６８－７０

○㈱環境総合研究所 ○

 

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－

－

○

 info@kankyoutekuno.co.jp

○ ○

○ ○

 office@kansouken.co.jp

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(3／9)

－

○

○

協和化工㈱

羽生市上新郷５９９５－７

－

○ ○ ○

　 ○

 http://www.kanto.co.jp

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.kyowakako.co.jp/  k-nagayama@kyowakako.co.jp

（アイウエオ順）

○ ○ ○
鴻巣市生出塚１－１－７

 http://kantokankyo.jp/  kanto.e.s@image.ocn.ne.jp

 hakamada-masatoshi@gms.kanto.co.jp

㈱関東環境科学 ○

関東化学㈱草加工場 ○

川越市鴨田５９２－３

 http://www.kansouken.co.jp

草加市稲荷１－７－１

－



－ ７６ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 360-0855

取締役

萩原  尚人

代表取締役 萩原　美澄 048-532-1655 048-532-1628

〒 330-0851

業務担当

塩田　芳久

代表取締役社長 富田　邦裕 048-668-7282 048-668-1979

分析担当

松井　祥夫

〒 330-0071

環境部

竹田　智晴

代表取締役社長 村田　和夫 048-835-3610 048-835-3611

〒 362-0052

技術部

安野　宏昭

代表取締役 今村 二八朗 048-780-6152 048-780-6154

〒 355-0156

代表取締役

仁平　仁

代表取締役 仁平　仁 0493-54-1236 0493-54-5114

〒 330-0855

顧問

山﨑　研一

代表理事 星野　弘志 048-649-5499 048-649-5543

理事・業務本部長

野口　裕司

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.saitama-kankyo.or.jp  news@saitama-kankyo.or.jp

さいたま市大宮区上小町
１４５０－１１

 

 saikan@pop02.odn.ne.jp

吉見町長谷１６４３－１５９
○  

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(4／9)

○ ○ － ○

○

○ ○ ○

一般社団法人
埼玉県環境検査研究協会

（アイウエオ順）

○ ○ ○

－

㈱埼玉環境サービス  

 http://www2.odn.ne.jp/saikan/

 http://www.kumagaya.co.jp

㈱コーヨーハイテック ○  

 kht@koyo-corp.jp

上尾市中新井４０４－１

－

○ ○

－

 

 labo@kensetsukankyo.co.jp https://www.kensetsukankyo.co.jp/

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

部署　氏名

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

 ○

－

○ ○ ○

○ ○

○

○

㈱建設技術研究所

 http://www.ctie.co.jp/renewal/index2.html

さいたま市浦和区上木崎１－１４－６

㈱建設環境研究所

○

○ ○

㈱熊谷環境分析センター

○ ○

○

○

○

 t-takeda@ctie.co.jp

 info@kumagaya.co.jp

さいたま市大宮区櫛引町１-２６８-１

－

熊谷市大字高柳１－７

○



－ ７７ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 355-0133

検査測定部　部長

大島　忠雄

理事長 金井　忠男 0493-81-6074 0493-81-6753

〒 347-0057

環境メッシュ課長

鎗田　和男

代表取締役 宇和野　庄二 0480-63-1700 0480-63-1556

〒 340-0023

営業部

湊　康弘

代表取締役 宮川　英幸 048-924-7151 048-928-3587

〒 350-0034

取締役

甲斐　恭子

代表取締役 甲斐　正満 049-224-8851 049-224-8365

〒 365-0001

営業部

齋藤　智則

代表取締役 大島　忠男 048-568-2500 048-568-2505

〒 338-0832

代表取締役

高橋  紀子

代表取締役 高橋  紀子 048-861-0288 048-861-0223

○

振
　
動

事 業 所 名

公益財団法人
埼玉県健康づくり事業団

○

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 kankyou@saitama-kenkou.or.jp

吉見町江和井４１０－1

 http://www.saitama-kenkou.or.jp

○ ○

○ ○

㈱産業分析センター ○ ○

 http://www.sangyobunseki.co.jp/

草加市谷塚町４０５

○埼玉ゴム工業㈱ ○

　

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

－

－

○

○ ○
 ias@sangyobunseki.co.jp

○ ○

○

○ ○

 mesh@saitamagomu.co.jp

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(5／9)

－

○

○ ○ ○

㈱高見沢分析化学研究所

・ ・

鴻巣市赤城台２１２－８

・ ・ － ・

助 会 員

　 　

・

 http://www1.ocn.ne.jp/~daikieng/

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.takamizawa-acri.com  tkmzw@kj8.so-net.ne.jp

（アイウエオ順）

○ ○ ○
さいたま市桜区西堀６－４－２８

 http://www.daiki.co.jp  saito@daiki.co.jp

 daikikai@peach.ocn.ne.jp

大起理化工業㈱ 賛

○

ダイキエンジニアリング㈱ 　

加須市愛宕２－５－２４

 http://www.saitamagomu.co.jp/mesh

川越市仙波町４－１８－１９

－



－ ７８ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 339-0005

山田　宏

代表取締役社長 武田　敏充 048-756-4705 048-756-4760

〒 332-0035

土壌分析室

冨田　潤一

センター長 山口　弘志 048-259-0750 048-254-5490

〒 331-0804

業務課

北村　伸

代表取締役 寺木　眞一郎 048-666-2040 048-652-2228

〒 113-0034

機器営業部

斉藤　功一

代表取締役 押田　達也 03-5688-7402 03-3831-9829

〒 333-0866

環境部

浄土　真佐実

代表取締役社長 髙月　邦夫 048-268-2800 048-268-8301

〒 330-0841

環境分析センター

石井 知行

執行役員 池村　彰人 048-871-6511 048-871-6515

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.tokencon.co.jp/  ishii-t@tokencon.co.jp

さいたま市大宮区東町１－３６－１

○

○

 jodo@tc.kyuei.co.jp

川口市芝６９０６－１０
○

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(6／9)

－

○

○ ○ ○

㈱東京建設コンサルタント
環境モニタリング研究所　環境
分析センター

（アイウエオ順）

○ ○ 　

○

－

㈱東京久栄 ○

 https://www.kyuei.co.jp

・・

㈱東京科研 賛 員

 http://www.tokyokaken.co.jp  saito-k@tokyokaken.co.jp

・

東京都文京区湯島３－２０－９

・ ・ － ・

助 会

－

○ ○

 tomita@ckcnet.co.jp http://www.ckcnet.co.jp

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

部署　氏名

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

　 ○

－

○ 　 　

○

寺木産業㈱ ○ ○
さいたま市北区土呂町１－５９－７

中央開発㈱
ソリューションセンター

○

　 　

㈱武田エンジニヤリング

○ ○

○

　

○

 s-kitamura@teraki.co.jp

 takeda@takeda-eg.co.jp

川口市西青木３－４－２

－

さいたま市岩槻区東岩槻４－６－８

　



－ ７９ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 335-0013

技術開発ｾﾝﾀｰ

主　　任

技術開発ｾﾝﾀｰ所長 若林　信 大熊　純一 048-441-6301 048-441-6300

〒 343-0824

所　　長

横尾　克己

代表取締役 長島  惣平 048-961-6161 048-961-5111

営業課

村上　隆之

〒 336-0015

執行役員

営業統括部　部長

代表取締役 内藤  岳 鈴木　竜一 048-887-2590 048-886-2817

〒 338-0837

環境技術

グループ

所長 渡辺　一弘 岩崎　竜二 048-714-5001 048-844-8522

〒 350-1101

第二検査部環境検査課

課長

代表取締役 荒井　元義 沖本幸俊 049-232-0475 049-232-0650

〒 103-0011

営業部

赤沼　英雄

代表取締役 山下　宗孝 岡野　勝樹 03-5847-0252 03-5847-0255

○

○

○ ○

振
　
動

事 業 所 名

㈱東建ジオテック
技術開発センター

○ 　 　

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

 center@tokengeotec.co.jp

戸田市喜沢２－１９－１

 http://www.tokengeotec.co.jp

○ ○

○ ○

内藤環境管理㈱ ○ ○

 http://www.knights.co.jp

さいたま市南区大字太田窪２０５１－２

○
東邦化研㈱
環境分析センター

○

○

連絡担当者

部署　氏名

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音臭

気

○

－

－

○

 webmaster@knights.co.jp

○ ○

○ ○

 info@tohokaken.co.jp

－

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(7／9)

・ ・ － ・

員

・ ・ ・

ビーエルテック㈱

川越市的場１３６１－１

○ ○ － ○

○ 　 ○

○

 http://www.js-net.co.jp

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 http://www.bl-tec.co.jp  info@bl-tec.co.jp

（アイウエオ順）

賛 助 会東京都中央区日本橋大伝馬町14－
15 マツモトビル４F

 http://www.bml.co.jp/  yuki-oki@bml.co.jp

 iwasakir@js-net.co.jp

㈱ビー・エム・エル
ＢＭＬ総合研究所

○

日本総合住生活㈱
技術開発研究所

○

越谷市流通団地３－３－８

 http://www.tohokaken.co.jp/

さいたま市桜区田島７－２－３



－ ８０ － 

 

 

 

 

  

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 367-0048

和田　尚人

和田　英雄 0495-21-7838 0495-21-8630

〒 340-0102

環境R&D推進室

分析センター

環境R&D推進室長 赤澤　尚友 村田久美子 0480-42-0712 0480-42-6590

〒 358-0034

分析課

花田　克裕

代表取締役社長 松田　芳明 04-2935-0911 04-2934-6815

分析課

齋藤　友子

〒 368-0072

セメントグループ

山下　牧生

所長 田中　久順 0494-23-6073 0494-23-6093

〒 330-0835

営　業

松本　忠司

所長 長嶺　淳 048-641-5191 048-641-8660

〒 367-0114

大気　吉松

作業環境　羽成

代表取締役 根岸　順治 水質･土壌　根岸 0495-76-2232 0495-76-1951

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

 info@yamane-eng.co.jp

児玉郡美里町大字中里２
○ ○○ ○

 http://www.yamane-eng.co.jp

○

 http://www.mmtec.co.jp  matutada@mmc.co.jp

山根技研㈱

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(8／9)

（アイウエオ順）

○ ○

－

○

さいたま市大宮区北袋町１－２９７

－

○

○ ○

○

 mkyamast@mmc.co.jp

三菱マテリアル㈱セメント事業
カンパニー　セメント研究所

 http://www.mmc.co.jp

横瀬町大字横瀬２２７０

○
三菱マテリアルテクノ㈱
環境技術センター

○

　○

松田産業㈱開発センター

 info@honjo-bunseki.jp

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス

連絡担当者

部署　氏名

　

 http://www.maezawa.co.jp

幸手市高須賀５３７
前澤工業㈱環境R&D推進室 ○

○ 　

入間市根岸字東狭山６０

 hanada-k@matsuda-sangyo.co.jp

○

 http://www.matsuda-sangyo.co.jp

振
　
動水

質
大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

㈱本庄分析センター

 bunseki@maezawa.co.jp

本庄市南１－２－２０

　

○

　

－

　

　

－

　 　

○

－

　

　 　

－

○
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土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

〒 731-5128

LAセンター 営業部

営業チーム

代表取締役 吉川　惠 元木　宏 082-921-8840 082-921-2226

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気　連絡用Ｅメールアドレス

　事　業　所　所　在　地 濃　度　計　量
（下段・特定計量）

土
壌

騒
　
音

・

臭
気

－ ・

員

埼玉県環境計量協議会 会員名簿　(9／9)

・ ・

ラボテック㈱ 賛

連絡担当者

部署　氏名

 http://www.labotec.co.jp  la-center@labotec.co.jp
・ ・

広島市佐伯区五日市中央４-１５-４８

　注）土壌調査指定機関とは、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指します。なお、県残土条例に

　　　基づく土壌分析については、濃度（土壌）の事業所区分欄をご参照ください。

（アイウエオ順）

助 会



－ ８２ － 

会員情報に変更が生じた場合に、ＦＡＸによる連絡用原稿としてご利用下さい。 

 

 

 

 

 埼玉県環境計量協議会 事務局 御中（ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員名簿の場合に下表の変更部分の名称を○で囲って下さい。 

 

 

変更実施日        年   月   日より実施 

 

変

更

内

容 

 

 

 

 

 

 

*******************************【事務局処理欄】******************************* 
 

Web表示内容（  ）     Webの PDF（  ）  

埼環協 News掲載名簿（  ） 配信用アドレス（  ） 

 

土壌

調査

　ＴＥＬ 　ＦＡＸ 指定

機関

　事　業　所　所　在　地

　連絡用Ｅメールアドレス
部署　氏名

振
　
動

事 業 所 名

代表者 役職氏名

ＵＲＬ

水
質

大
気

臭
気

土
壌

騒
　
音

連絡担当者

濃　度　計　量
（下段・特定計量）

埼 環 協 会 員 情 報 変 更 届 

発信者 

変更又は訂正する情報内容にチェックを入れて下さい。 

□ 埼環協通信等の情報関係のＥメールアドレス 

□ 埼環協ホームページに掲載している表形式の内容 

□ 埼環協ホームページに掲載している PDFファイルの内容 

□ 埼環協ニュースに掲載している会員名簿（下表）の内容 
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埼玉県環境計量協議会 事務局 御中 

 ＦＡＸ ０４８－６４９－５５４３ 

 

 

 

 

 

 

 

当会誌について、ご意見、ご希望、ご感想等

がございましたら、このページをご利用頂い

て、事務局までＦＡＸして頂ければ幸いです。 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 御 社 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご 芳 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご連絡先 

-------------------------------------------------------------------- 
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編集後記 

 

これを読まれているころはゴールデンウィーク前後でしょうか。今年は 10連休になる会

社が多いようですね。皆様、大連休をいかがお過ごしでしょうか。 

 

ゴールデンウィークと言えば映画。映画と言えば『翔んで埼玉』。皆様、ご存知ですか？

東京都民より埼玉県民がこれでもかというほどディスられるやつです。30年ほど前のマン

ガが原作のようですね。私は現時点で映画も原作マンガも観ていないのですが、最後には

埼玉県が素晴らしい県であることを理解してもらえるストーリーになっていることを期待

しています。 

 

さて、今年のＧＷはなにをしようかな。。。 

新元号にもなって心機一転、更に良い年であることをお祈りいたします。 

 

 

Ｋ．Ｈ 
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         〒330-0855  埼玉県さいたま市大宮区上小町 1450番地 11 

         (一社)埼玉県環境検査研究協会内 TEL 048-649-5499 

   印  刷  望月印刷株式会社 （TEL 048-840-2111㈹） 

(長) 宮原 慎一 (株)環境管理センター  吉田 裕之 (株)環境総合研究所 

(副) 清水 学 アルファー・ラボラトリー(株)  広瀬 一豊 埼環協顧問 

 寺山 雄一 (株)環境総合研究所    

 永沼 正孝 (株)環境テクノ (事) 野口 裕司 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

 袴田 賢一 (一社)埼玉県環境検査研究協会 (事) 倉内 香 (一社)埼玉県環境検査研究協会 

 村田 秀明 (公財)埼玉県健康づくり事業団    
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